
 
 
 
 

令和元年度（２０１９）

教育委員会の事務の
管理執行状況の点検・評価

報 告 書

出 雲 市 教 育 委 員 会



令和元年度（２０１９）

教育委員会の事務の管理執行状況の点検・評価 報告書

出雲市教育委員会

○ 教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価（以下「点検・評価」という。）

は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）」第 

２６条の規定に基づき実施するものです。 

 

《参考》地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第四項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 

 

○ この報告書は、令和元年度 2019 に出雲市教育委員会が行った事務の管理及び執行

の状況について点検・評価シートを作成し、まとめたものです。 

 

○ 出雲市教育委員会では、重点施策に関連する事務事業として、各課から３２事業を

選定し評価しました。 

 

○  ３２事業のうち８事業に対して、有識者による点検・評価を行いました。８事業の

選定にあたっては、今後、事業を推進していくうえで、特に有識者からご意見をいた

だきたい事業を事務局で選択しました。 

 

○ 有識者評価は、事業ごとに「評価」として総括していただいたものを掲載していま

す。なお、「コメント」として有識者の意見もあわせて掲載しているほか、教育委員

会としての自己評価も掲載しました。
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施策の柱

教育を支える環境の充実 教職員等の負担軽減
校務支援システム・学校事務支援事業・学
校事務改善委員会

教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 外国語教育推進事業 学校教育課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上
学力向上推進事業
（学力調査実施事業を除く）

学校教育課

困難を抱える子どもの支援 不登校対策の充実 不登校対策事業（校内支援体制の充実） 児童生徒支援課

困難を抱える子どもの支援 不登校対策の充実
教育支援センター運営事業（すずらん教
室、光人塾、コスモス教室）

児童生徒支援課

困難を抱える子どもの支援 不登校対策の充実
不登校対策事業（不登校対策指導員等の配
置）

児童生徒支援課

困難を抱える子どもの支援 いじめ問題対策等の取組 いじめ・問題行動等対策事業 児童生徒支援課

困難を抱える子どもの支援 日本語指導の充実 帰国・外国籍児童生徒支援事業 学校教育課

令和元年度（2019）有識者評価対象事業

事務事業名 担当課 ページ
第３期出雲市教育振興計画　位置付け

施策
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事
　
業
　
費

携帯電話使用料

Ｒ1

事 業 費
内 訳
単位 千円

項　目

勤怠管理システム賃貸借料

教務支援システム開発委託料

学校事務指導員人件費

Ｈ30 Ｈ29Ｒ2(予算)

合　計

財源内訳
単位 千円 一般財源

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 校務支援システム・学校事務支援事業・学校事務改善委員会 担当課名 教育政策課

R１

１　学校への事務支援
　⑴　学校事務指導員の配置
　　  学校の市配当予算の執行や事務運営にかかわる指導助言
　⑵　学校事務支援グループの設置
　  　学校事務の共同実施、事務支援グループとの連携、新規事務職員等への研修の実施
  ⑶　学校配当予算の支払事務
　　　学校の市配当予算の支出負担行為書の検認
　⑷  学校における定型的な事務の一部を実施
　　　学校徴収金の口座振替処理、学校備品管理台帳の管理、作成支援等
  ⑸  教職員諸手当の認定及び検認
　　　扶養手当、住居手当、通期手当、単身赴任手当の認定及び検認

２　校務支援システムの導入、検証、運用支援
　⑴　事務支援システム（徴収金管理、備品管理、給食管理、市配当予算会計など）
　⑵　教務支援システム（教務処理、成績管理、出欠管理、学校保健など）

３　学校事務改善委員会の開催
　⑴　学校事務支援の実施状況の検証
　⑵　学校における多忙化の原因の解消方策の検討、実施

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 沿 革

【組織】
　平成２１年度　　学校事務支援センターを学校教育課に設置
　平成２２年度　　学校支援係となり教育政策課へ移管
　平成２６年度　　学校支援係を学校管理係へ統合
　平成２８年度　　学校事務指導員の減員に伴い、一部事務の学校への移管開始
　令和　元年度　　学校事務指導員の配置廃止(R2.3月末）
【校務支援システム】
　平成２５年度～　事務支援システム導入〔市費会計・備品管理(H25)、名簿管理(H26)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徴収金管理・給食管理(H27)〕
　平成２８年度　　教務支援システム導入（部分稼働）
　平成２９年度　　校務支援システム〔事務支援・教務支援〕本格稼働
【学校事務改善委員会】
　平成１８年度　　学校事務支援グループの設置
　平成２５年度～　学校事務改善委員会開催
　平成２６年度　　県教委へ事務改善要望を提出
　平成２９年度　「出雲市教職員多忙化解消プラン」原案を作成

事 業 概 要

平成２９年度
　・学校配当予算の支出負担行為書の検認
　・校務支援システムの本格稼働
　・出雲市教職員多忙化解消プランの策定
平成３０年度
　・勤怠管理システム（ＩＣカード対応タイムレコーダー）の導入（9月）
令和元年度
　・勤務時間外における電話対応の負担軽減を図るための携帯電話を各校へ導入（7月）

事 業 の 目 的
　教職員の事務負担の軽減を図り、教員が子どもと向き合う時間を確保し、小・中学校教
育の質的向上をめざす。
　また、教職員の多忙化解消を図り、ワークライフバランスの実現をめざす。

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 教育を支える環境の充実 施  策 教職員等の負担軽減

 事業開始年度 平成 年度
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自

己

評

価

成 果

１　市配当予算の支出事務や教職員諸手当の認定・検認業務など学校事務の一部を担い、
  小・中学校の事務負担を軽減することができた。

２　校務支援システムの本格稼働から３年が経過し、システムに慣れてきた教職員も多く
　なり、効率的に業務を進めることができるようになった。また、教務支援については、
　活用推進委員会を開催し、学校からのシステム改善等の要望をシステムに反映した。

３　学校事務改善委員会において、各校の多忙化解消計画の検証を行い、効果のあった取
　組について情報共有を図った。職員会議や部活動の見直し等を行い、多くの学校が多忙
　化解消に向けた取組について、「ある程度達成できた」と感じている。
　
４　ＩＣカードの導入により、教職員等の時間外勤務改善に対する意識が高まり、時間外
　勤務も減少傾向となった。

５　携帯電話の導入により、勤務時間外における保護者からの電話対応の負担軽減を図っ
　た。
　
           出雲市教職員多忙化解消プランの目標（時間外月４５時間以内）

課 題

１　校務支援システムについては、更に使いやすいものにするため、学校の要望をもとに
　今後も改修や新機能の追加を進める必要がある。

２　教務支援システムの導入に伴い、学校事務指導員を年次的に減員し、令和２年３月末
　で指導員の配置を廃止した。今後、指導員を廃止したことによる、市教委職員や学校事
　務職員の負担増について検証し、対応していく必要がある。

３　県に対し、学校事務職員の複数配置などの定数改善を求めていく必要がある。

評 価

　校務支援システムの活用により事務負担の軽減が図られたほか、学校事務支援では、事
務職員の資質・能力の向上および事務の効率化に繋げることができた。
　また、勤怠管理システムの導入により、勤務実態を把握できるようになり、業務改善や
教職員の意識改善などが図られ、時間外勤務の減少に繋がった。

今後の方向性

１　校務支援システムについては、学校からの要望の反映、新機能の追加、運用支援に努
  めていく。

２　学校事務指導員の配置を廃止したことで浮き彫りになった課題を把握し、課題解決に
  向けた取組を行っていく。

３　県に対し、学校事務職員の複数配置など定数改善を要望していく。

有
識
者
の
評
価

評 価

　教職員・事務職員・子どもにとって本事業は、不可欠な事業であり、継続して取り組む
ことを前提にしたうえで、事業に対する成果と明確に結びついた評価が必要である。本事
業によってどのくらいその目的に資する時間が増加したのか、その充実を願う教職員等の
満足度はどの程度なのか、を可視化した形で評価できれば、教職員の多忙化解消等により
よく繋がっていくものになる。さらに、令和２年度以降は、コロナ禍による様々な影響と
それに基づく今後の展開も想定しておかねばならない。

コメント

〇教員の子どもと向き合う時間が、システム導入によってどれだけ割けたか情報収集をお
願いしたい。教員の事務負担軽減につながることは理解できるが、子どもと向き合う時間
を確保するということにどのくらい結びついているかわからない。
〇教員の残業が減る一方、事務職員の残業がどうなっているか、分析をお願いしたい。
〇「教員の子どもと向き合う時間の確保」と「教育の質の向上」が目的に書かれているの
であれば、自己評価も、そうした視点で記載すべきである。
〇携帯電話の導入は、教員の時間外の電話対応が減ることになり、「労力」面も含め教員
の負担軽減に直結する取組として大いに評価できる。
〇子どもに向き合う時間だけでなく「ともに育てる」という観点から、教員の保護者対応
も重要である。システムの導入により、そうした時間の確保が可能となっている。
〇「システム導入の効果」と「システム導入に伴う学校事務指導員の廃止による事務職員
の負担増」について、職員へのアンケート等により検証する必要がある。
〇事務職員の増員については、県に対して加配を要望されてはいかがか。
〇多忙化解消プランにおける時間外勤務時間の削減の目標値が妥当であるのか疑問であ
る。目標値の更なる更新の検討が必要ではないか。
〇H30年度に新設された教員の業務支援を行う「スクール・サポート・スタッフ」につい
ても記載すべきである。あわせて、学校配置の増員を望む。

区　　分

小学校

中学校

全　　体 時間 分

Ｈ３０年度

時間 分

時間 分

月平均時間外数（月平均 人あたり）

Ｒ元年度

時間 分

時間 分

時間 分
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務職員の資質・能力の向上および事務の効率化に繋げることができた。
　また、勤怠管理システムの導入により、勤務実態を把握できるようになり、業務改善や
教職員の意識改善などが図られ、時間外勤務の減少に繋がった。

今後の方向性

１　校務支援システムについては、学校からの要望の反映、新機能の追加、運用支援に努
  めていく。

２　学校事務指導員の配置を廃止したことで浮き彫りになった課題を把握し、課題解決に
  向けた取組を行っていく。

３　県に対し、学校事務職員の複数配置など定数改善を要望していく。

有
識
者
の
評
価

評 価

　教職員・事務職員・子どもにとって本事業は、不可欠な事業であり、継続して取り組む
ことを前提にしたうえで、事業に対する成果と明確に結びついた評価が必要である。本事
業によってどのくらいその目的に資する時間が増加したのか、その充実を願う教職員等の
満足度はどの程度なのか、を可視化した形で評価できれば、教職員の多忙化解消等により
よく繋がっていくものになる。さらに、令和２年度以降は、コロナ禍による様々な影響と
それに基づく今後の展開も想定しておかねばならない。

コメント

〇教員の子どもと向き合う時間が、システム導入によってどれだけ割けたか情報収集をお
願いしたい。教員の事務負担軽減につながることは理解できるが、子どもと向き合う時間
を確保するということにどのくらい結びついているかわからない。
〇教員の残業が減る一方、事務職員の残業がどうなっているか、分析をお願いしたい。
〇「教員の子どもと向き合う時間の確保」と「教育の質の向上」が目的に書かれているの
であれば、自己評価も、そうした視点で記載すべきである。
〇携帯電話の導入は、教員の時間外の電話対応が減ることになり、「労力」面も含め教員
の負担軽減に直結する取組として大いに評価できる。
〇子どもに向き合う時間だけでなく「ともに育てる」という観点から、教員の保護者対応
も重要である。システムの導入により、そうした時間の確保が可能となっている。
〇「システム導入の効果」と「システム導入に伴う学校事務指導員の廃止による事務職員
の負担増」について、職員へのアンケート等により検証する必要がある。
〇事務職員の増員については、県に対して加配を要望されてはいかがか。
〇多忙化解消プランにおける時間外勤務時間の削減の目標値が妥当であるのか疑問であ
る。目標値の更なる更新の検討が必要ではないか。
〇H30年度に新設された教員の業務支援を行う「スクール・サポート・スタッフ」につい
ても記載すべきである。あわせて、学校配置の増員を望む。

区　　分

小学校

中学校

全　　体 時間 分

Ｈ３０年度

時間 分

時間 分

月平均時間外数（月平均 人あたり）

Ｒ元年度

時間 分

時間 分

時間 分
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研修会 回

ＡＥＴ　実施時間数（小・中） 時間

小学校外国語教科化等調査研究委員会 回

ＡＬＴ　指導実施時間数（小・中） 時間

ＡＥＴ　人数 人

項　目 単位 Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

ＡＬＴ　人数 人

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 外国語教育推進事業 担当課名 学校教育課
第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

 事業開始年度 昭和 年度

１　ＡＬＴ(６人)及びＡＥＴ(１７人)の派遣
　⑴　小学校　全ての外国語活動（３・４年は週１時間、５・６年は週２時間）
　　　　　　　　※ただし、英語専科指導教員配置校については、３年分の時数（週１
　　　　　　　　　コマ×学級数）を減としている。
　　　　　　　ＡＬＴ　　　３１７時間　　　ＡＥＴ　９，６６２時間
　⑵　中学校　外国語科授業の３回に１回程度（週１回程度）
　　　　　　　ＡＬＴ　３，０７８時間
２　小学校への大型モニター・指導者用タブレットの導入
　⑴　導入台数　大型モニター９７台　指導者用タブレット９７台
　⑵　導入校　　出雲市内小学校３２校（３年以上の通常学級の２学級に１台程度、
　　　　　　　　１校当たり１～６台ずつ）
　　　　　　　　※モデル校である稗原小、みなみ小は先行導入済み
３　小学校外国語教科化等調査研究委員会
　⑴　構　　成　小学校教員６名、中学校教員６名、ＡＥＴ３名、計１５名
　⑵　実施回数　３回
　⑶　内　　容　モデル校の授業視察等をもとに外国語教科化に向けた指導のポイント
　　　　　　　　を整理し、「出雲市小学校外国語活動・外国語科授業づくりチェック
　　　　　　　　リストⅡ」を作成した。
４　小学校外国語教育モデル事業
　⑴　モデル校　２校（みなみ小学校、稗原小学校）※連携支援校　南中学校
　⑵　内容　　　学習指導要領の円滑な実施に向けたカリキュラムマネジメントや授業
　　　　　　　　改善等について先行的な取組を行った。
５　教員研修（英語指導助手も参加）
　　　英語専科指導に係る説明・研修会　　　　　（講師：県指導主事）
　　　第１回 　６月 モデル校授業視察・校内研修（講師：文部科学省 視学官）
　　　第２回 １０月 モデル校授業公開・講義　　（講師：文部科学省 視学官）

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的

　令和２年度から小学校第5、6学年は外国語（教科化）、第3、4学年は外国語活動が全
面実施されることから、本市における外国語教科化等に関する各種調査研究等を行い、
指導体制や教育環境の整備の計画的推進を図る。
　外国語指導助手（ＡＬＴ）および英語指導助手（ＡＥＴ）を中学校外国語科授業や小
学校外国語活動・外国語に派遣することにより、児童生徒が国際的な視野に立って物事
を考えたり、行動したりできる力を養うとともに、自己表現力やコミュニケーション能
力の育成を図る。

事 業 の 沿 革

昭和６２年度　ＡＬＴ（外国語指導助手）を中学校の外国語科の授業に派遣開始
平成１９年度　ＡＥＴ（英語指導助手）を小学校の外国語活動に派遣開始
平成２７年度　「小学校外国語教科化等調査研究委員会」を設置し、外国語教科化等に
　　　　　　　向けた検討を開始
平成２９年度　「小学校外国語教育モデル事業」を開始（１年目）
　　　　　　　　※モデル校：３校（朝山小、乙立小、稗原小）
　　　　　　　　連携支援校：１校（南中学校）
平成３０年度　「小学校外国語教育モデル事業」を実施（２年目）
　　　　　　　「出雲市小学校外国語活動・外国語科授業づくりチェックリストⅠ」
              作成(平成３１年４月配付）
令和元年度　　「小学校外国語教育モデル事業」を実施（３年目・最終年度）
　　　　　　　　※モデル校：２校（みなみ小学校、稗原小学校）
　　　　　　  小学校への大型モニター・タブレットを導入
             「出雲市小学校外国語活動・外国語科授業づくりチェックリストⅡ」
              作成(Ｒ２年４月配付)

事 業 概 要

R1
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委託料(消防点検・タブレット保守等 ）

旅費（講師・委員等）

需用費（指導教材費等）
役務費（国際交流の家損害保険等）

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

工事請負費（塩冶国際交流の家屋根改修）

財源内訳
単位：千円

負担金（ＡＬＴ宿舎負担金）

報酬・賃金・共済費（ＡＬＴ・ＡＥＴ等）

負担金等（ＡＬＴ受入）

賃借料（ＡＬＴ借上宿舎）

備品購入費（大型モニター・タブレット）

一般財源

地方債（過疎債）

合　計

有

識

者

の

評

価

評 価

　学習指導要領改訂により新たに導入された外国語教科化等は、外国語を習得するとい
うことだけでなく、表現力等を育むものであり、より一層充実させていかなければなら
ない。かつてない取組が求められるため、現場で指導される先生の思いを汲み取ること
を忘れず必要な支援・施策を進められたい。そのことが、ひいては、子どもたちの英語
への興味・関心の高まりや小・中学校の円滑な接続にも繋がることになる。

コメント

〇教科化された小学校５,６年生の英語では、「読むこと」「書くこと」を育成し、更に
中学校への円滑な接続を求められるが、その指導に当たる先生方にとってハードルが高
くならないよう、その立場、気持ちにしっかり寄り添った支援をお願いしたい。
〇国際的な視野に立って考え行動する力を育むうえでは、文化や言語が異なる者に対し
て優劣をつけない姿勢、多様なものを受け入れる態度など、「他者への配慮」を学ぶこ
とが重要であり、そのためには、子どもだけでなく周囲の大人の意識の醸成も必要だ。
〇子どもたちの「英語の入口」が楽しいものになるようお願いしたい。
〇モデル事業により子どもたちのコミュニケーション能力の向上、成長が実証されたと
のことから、外国語教育の成果が他の教科や生活面に反映されることを期待したい。
〇親子で学習し子どもを育てていく事の重要性に鑑み、家庭において親子一緒に英語で
コミュニケーションをとることのできるようなプログラムは効果的ではないか。
〇小学校の学びを十分理解したうえで中学校へ接続しないと外国語教科化等の意味をな
さない可能性もあるため、中学校の英語科の先生方に対して、小学校の教材等を熟読し
ていただくよう働きかけていただきたい。

自

己

評

価

成 果

１　ＡＬＴ及びＡＥＴが授業補助（ネイティブの発音・表現の提示、英語によるコミュ
　ニケーションのモデルの提示、ＩＣＴ機器操作等）及び教材作成補助を行うことによ
　り、指導体制の充実につながった。
２　ＩＣＴ環境整備により、英語のリズムや発音に慣れ親しむ機会の充実や他校との交
　流活動の実施等、指導内容の充実につながった。
３　モデル校授業公開及び文部科学省視学官による講義の実施により、学習指導要領全
　面実施における外国語教育のポイントについて各校教員の理解が進んだ。
４　モデル校及び市内各校の取組成果をもとにした「小学校外国語活動・外国語科授業
　づくりチェックリストⅡ」の作成・配付により、各校における校内体制の評価及び授
　業改善の推進等に資することができた。

課 題

１　令和２年度の学習指導要領全面実施を見据えて、本市では令和元年度から先行実施
　を行っており、小学校３～６年の外国語授業時数が１学級あたり年間２０時間ずつ増
　加した。しかし、ＡＥＴが不足しているため、英語専科教員加配校(１０校)の第３学
　年及び全小学校の特別支援学級の授業には派遣できていない（Ｒ１の市内小学校通常
　学級への派遣実績：７５．２％、参考：市内小学校の通常学級の総授業時数１２，８
　４５時間、１７名の派遣実績９，６６２時間）。学習指導要領に対応した質の高い外
　国語教育の推進のために、ＡＥＴの増員が必要である。
２　英語専科及び学級担任の資質向上のため、学習指導要領に基づいた指導と評価の一
　体化等に係る研修の継続が必要である。

評 価

１　ＡＬＴ及びＡＥＴの各小・中学校への派遣は質の高い外国語教育を行うために必要
　であり、引き続き継続する。
２　学習指導要領改訂により、外国語教育の内容がより高度になっているため、ＡＬＴ
　・ＡＥＴのさらなる研修機会の確保が必要である。

今後の方向性

１　国から学習評価についての資料が示されたので、研修会実施等により各小学校にお
　ける外国語教育の充実について支援する。
２　学習指導要領全面実施における課題等の把握を行い、外国語活動・外国語科の円滑
　な実施のために必要な支援について小学校外国語教科化等調査研究委員会（最終年度
　）で検討する。
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委託料(消防点検・タブレット保守等 ）

旅費（講師・委員等）

需用費（指導教材費等）
役務費（国際交流の家損害保険等）

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

工事請負費（塩冶国際交流の家屋根改修）

財源内訳
単位：千円

負担金（ＡＬＴ宿舎負担金）

報酬・賃金・共済費（ＡＬＴ・ＡＥＴ等）

負担金等（ＡＬＴ受入）

賃借料（ＡＬＴ借上宿舎）

備品購入費（大型モニター・タブレット）

一般財源

地方債（過疎債）

合　計

有

識

者

の

評

価

評 価

　学習指導要領改訂により新たに導入された外国語教科化等は、外国語を習得するとい
うことだけでなく、表現力等を育むものであり、より一層充実させていかなければなら
ない。かつてない取組が求められるため、現場で指導される先生の思いを汲み取ること
を忘れず必要な支援・施策を進められたい。そのことが、ひいては、子どもたちの英語
への興味・関心の高まりや小・中学校の円滑な接続にも繋がることになる。

コメント

〇教科化された小学校５,６年生の英語では、「読むこと」「書くこと」を育成し、更に
中学校への円滑な接続を求められるが、その指導に当たる先生方にとってハードルが高
くならないよう、その立場、気持ちにしっかり寄り添った支援をお願いしたい。
〇国際的な視野に立って考え行動する力を育むうえでは、文化や言語が異なる者に対し
て優劣をつけない姿勢、多様なものを受け入れる態度など、「他者への配慮」を学ぶこ
とが重要であり、そのためには、子どもだけでなく周囲の大人の意識の醸成も必要だ。
〇子どもたちの「英語の入口」が楽しいものになるようお願いしたい。
〇モデル事業により子どもたちのコミュニケーション能力の向上、成長が実証されたと
のことから、外国語教育の成果が他の教科や生活面に反映されることを期待したい。
〇親子で学習し子どもを育てていく事の重要性に鑑み、家庭において親子一緒に英語で
コミュニケーションをとることのできるようなプログラムは効果的ではないか。
〇小学校の学びを十分理解したうえで中学校へ接続しないと外国語教科化等の意味をな
さない可能性もあるため、中学校の英語科の先生方に対して、小学校の教材等を熟読し
ていただくよう働きかけていただきたい。

自

己

評

価

成 果

１　ＡＬＴ及びＡＥＴが授業補助（ネイティブの発音・表現の提示、英語によるコミュ
　ニケーションのモデルの提示、ＩＣＴ機器操作等）及び教材作成補助を行うことによ
　り、指導体制の充実につながった。
２　ＩＣＴ環境整備により、英語のリズムや発音に慣れ親しむ機会の充実や他校との交
　流活動の実施等、指導内容の充実につながった。
３　モデル校授業公開及び文部科学省視学官による講義の実施により、学習指導要領全
　面実施における外国語教育のポイントについて各校教員の理解が進んだ。
４　モデル校及び市内各校の取組成果をもとにした「小学校外国語活動・外国語科授業
　づくりチェックリストⅡ」の作成・配付により、各校における校内体制の評価及び授
　業改善の推進等に資することができた。

課 題

１　令和２年度の学習指導要領全面実施を見据えて、本市では令和元年度から先行実施
　を行っており、小学校３～６年の外国語授業時数が１学級あたり年間２０時間ずつ増
　加した。しかし、ＡＥＴが不足しているため、英語専科教員加配校(１０校)の第３学
　年及び全小学校の特別支援学級の授業には派遣できていない（Ｒ１の市内小学校通常
　学級への派遣実績：７５．２％、参考：市内小学校の通常学級の総授業時数１２，８
　４５時間、１７名の派遣実績９，６６２時間）。学習指導要領に対応した質の高い外
　国語教育の推進のために、ＡＥＴの増員が必要である。
２　英語専科及び学級担任の資質向上のため、学習指導要領に基づいた指導と評価の一
　体化等に係る研修の継続が必要である。

評 価

１　ＡＬＴ及びＡＥＴの各小・中学校への派遣は質の高い外国語教育を行うために必要
　であり、引き続き継続する。
２　学習指導要領改訂により、外国語教育の内容がより高度になっているため、ＡＬＴ
　・ＡＥＴのさらなる研修機会の確保が必要である。

今後の方向性

１　国から学習評価についての資料が示されたので、研修会実施等により各小学校にお
　ける外国語教育の充実について支援する。
２　学習指導要領全面実施における課題等の把握を行い、外国語活動・外国語科の円滑
　な実施のために必要な支援について小学校外国語教科化等調査研究委員会（最終年度
　）で検討する。
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 事業開始年度 平成 年度

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 学力向上推進事業（学力調査実施事業を除く） 担当課名 学校教育課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

R1

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

事 業 の 目 的
　児童生徒の「自ら目標を持ち実現しようとする力」、「問題を解決する力」、「学び
を広げる力」の育成を目指し、確かな学力の向上と定着を図る。

Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29　 単位

平成２６年度　「第Ⅰ期出雲市学力向上推進プラン」策定
　　　　　　　「学力向上推進リーダー」の設置
平成２７年度　学力向上推進事業の統合
　　　　　　　（放課後学習支援・ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞｽｸｰﾙ・学力向上推進ﾘｰﾀﾞｰ
　　　　　　　　・小学校外国語教科化等調査研究・学力調査）
　　　　　　　「授業力向上推進員」配置（ふるさとの夢・活力創生事業）
平成２９年度　「第Ⅱ期出雲市学力向上推進プラン」策定
平成３０年度　「授業力向上推進員」を「教育指導監」に改称し、教員の授業力向上に
　　　　　　　加え、学校マネジメントの助言等も行い、学校経営全体への支援を行う
　　　　　　　こととした。
令和元年度　　「学習プリント配信システム」の導入

学校の特色ある取組実施校 校・グループ

10（412）

事 業 概 要

事 業 の 沿 革

学習プリント配信システム導入校 校

9（307）

教育指導監の学校訪問 回
学力向上研修会及び講座開催回数及び参加者数 回（人）

１  教育指導監配置事業
　⑴配置　教育指導監２名
　⑵内容　①学校経営や学力向上に係る学校訪問指導（各小・中学校年４回以上）
　　　　　②学校教育課で実施する研修等での指導・助言
２　出雲市学力向上推進リーダー会議
　⑴構成　小・中学校教員１５名
　⑵内容　学力調査の結果分析と改善策に係る意見交換
　　　　　今後の学力向上に係る市の取組についての意見聴取　等
３　学力向上研修講座（＋１講座）
　　①講座回数　７回
　　②講座内容　「ペア・グループによる効果的な学び合い」
　　　　　　　　「考え・議論する道徳の実現に向けて」等
４　学校の特色ある取組支援事業
　⑴支援対象　小学校９校、中学校２校　計１１校
　⑵支援内容　学力向上に係る学校の主体的な研究・研修や実践的な取組
　　　　　　　取組例：「新学習指導要領の理解に基づいた授業研究の取組の充実」等
　⑶成果発表会　学校の特色ある取組への支援事業発表会
　　①時期　　２月
　　②参加者　６８名
５　ＩＣＴ活用教育調査研究委員会
　⑴構成　小・中学校教員７名
　⑵内容　令和２年度全面実施となる小学校プログラミング教育についての調査研究
６　学習プリント配信システム事業
　⑴内容　希望校に「学習プリント配信システム（東京書籍）」を導入し、児童生徒
          一人一人の習熟度に応じた学力向上の取組を支援
　⑵導入校　小学校２１校、中学校５校
　⑶研修会
　　①導入校研修会（４月）
　　②導入校対象の市学力・学習状況調査結果活用説明会（６月）

過去３年間の
事 業 実 績
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

学力向上推進リーダー会議

ＩＣＴ活用教育

財源内訳
単位：千円

基金繰入金（日本の心のふるさと出雲応援基金）

教育指導監配置

Ｈ30 Ｈ29

合　計

一般財源

学校の特色ある取組支援

授業力向上研修講座

有

識

者

の

評

価

評 価

　学校教育の核心は、児童生徒の学力と人格の形成に在り、その中で日々変化発展する
社会と向き合い、そこで生まれる諸課題の解決に活きて働く彼らの学力の向上に努める
様々な施策が展開されていることを評価すると共に、今回の有識者からの意見をおおい
に参考にされ、改良を加えながら継続して取り組まれたい。

コメント

〇県の少人数学級編制見直しによる学力への影響について、今後検証されたい。
〇学習プリント配信システムは有効に活用し、子ども一人ひとりが生き生きと学習でき
るよう継続されたい。また、全校への導入を望むものである。なお、「今後の方向性」
における「充実・拡充」については、その内容を本シートに記載されるとよい。
〇教育指導監配置事業は、校長先生をはじめ諸先生方に対する適時適切なアドバイスに
なっていると推察する。今後も経験豊富な適任者を継続的に配置されたい。
〇県では、商業高校等においてIT人材育成事業を推進されている。高校生の力を活用し
たプログラミング教育を行う教員の研修等を検討され、教員の不安の払しょくと理解の
促進を図られたい。
〇本事業の目的に沿った力を育成するため、新しい価値観や社会課題等、答えが一つで
はない題材を学ぶことが求められる中、社会的少数当事者となる児童生徒が、配慮に欠
けた授業の進め方等で傷ついたり、学校での居場所を失ってしまうことがないよう、ガ
イドラインを教員へ示し、あわせて教員の負担軽減も図る必要があると考える。
〇授業力向上に資する研修講座は、子どもたちの学力向上に直結する取組であり、少し
でも良くなるよう努力されながら今後も続けていただきたい。

自

己

評

価

成 果

１　教育指導監による学校訪問は、各校の実態・課題に応じた指導助言を年間通して行
　うことにより、管理職の学校マネジメント力及び教員の授業力向上に寄与することが
　できた。
２　学力向上研修講座は、内容を講義及び演習・協議とすることにより、教員が日頃の
　疑問や課題を解決したり今後の取組の見通しを持つことができた。
３　学校の特色ある取組支援事業は、学力向上に係る主体的な研究・研修や実践的な取
　組を支援することで、各校での実態や課題に応じた取組の推進を図ることができた。
４　ＩＣＴ活用教育調査研究委員会では、令和２年度からの小学校プログラミング教育
　必修化について検討した。研修会、教員向け資料「出雲市小学校プログラミング教育
　スタートブック」の作成・配付、民間企業との連携による出前授業を実施し、新学習
　指導要領の円滑な実施への準備を行うことができた。
５　学習プリント配信システム導入により、既習事項の復習や理解度に応じた個別指
　導、家庭学習等での活用が進んだ。

課 題
　現在、市内の教職員の半数を５０代以上が占めており、今後、教員の世代交代が急速
に進むと考えられる。そのため、若手とベテランが協働して授業改善に取り組む学校体
制づくりに向けた支援を行う必要がある。

評 価
　小学校では令和２年度から、中学校では令和３年度からの学習指導要領全面実施に向
け、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が求められている。その支
援のために、学校訪問指導、学力向上研修講座等の継続・拡充が必要である。

今後の方向性

１　市全体で目指す重点を「個々の教員の授業力向上」と「各学校における組織的な授
  業改善の推進」とする。その実現のために、次の⑴⑵に取り組む。
　⑴　学校訪問指導、学力向上研修講座、学習プリント配信システムの充実・拡充
　⑵　学力向上推進リーダー会議による全教科共通の授業づくりの考え方の提示
　　なお、各取組については各学力調査及び各学校校長対象のアンケート調査等を活用
　して、事業の評価・改善を行う。
２　児童生徒用タブレット整備に伴い、学習におけるＩＣＴ活用の一層の充実を目指
　し、教職員研修や環境整備等について検討していく。

学習プリント配信システム

図書購入・リーフレット作成費等
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

学力向上推進リーダー会議

ＩＣＴ活用教育

財源内訳
単位：千円

基金繰入金（日本の心のふるさと出雲応援基金）

教育指導監配置

Ｈ30 Ｈ29

合　計

一般財源

学校の特色ある取組支援

授業力向上研修講座

有

識

者

の

評

価

評 価

　学校教育の核心は、児童生徒の学力と人格の形成に在り、その中で日々変化発展する
社会と向き合い、そこで生まれる諸課題の解決に活きて働く彼らの学力の向上に努める
様々な施策が展開されていることを評価すると共に、今回の有識者からの意見をおおい
に参考にされ、改良を加えながら継続して取り組まれたい。

コメント

〇県の少人数学級編制見直しによる学力への影響について、今後検証されたい。
〇学習プリント配信システムは有効に活用し、子ども一人ひとりが生き生きと学習でき
るよう継続されたい。また、全校への導入を望むものである。なお、「今後の方向性」
における「充実・拡充」については、その内容を本シートに記載されるとよい。
〇教育指導監配置事業は、校長先生をはじめ諸先生方に対する適時適切なアドバイスに
なっていると推察する。今後も経験豊富な適任者を継続的に配置されたい。
〇県では、商業高校等においてIT人材育成事業を推進されている。高校生の力を活用し
たプログラミング教育を行う教員の研修等を検討され、教員の不安の払しょくと理解の
促進を図られたい。
〇本事業の目的に沿った力を育成するため、新しい価値観や社会課題等、答えが一つで
はない題材を学ぶことが求められる中、社会的少数当事者となる児童生徒が、配慮に欠
けた授業の進め方等で傷ついたり、学校での居場所を失ってしまうことがないよう、ガ
イドラインを教員へ示し、あわせて教員の負担軽減も図る必要があると考える。
〇授業力向上に資する研修講座は、子どもたちの学力向上に直結する取組であり、少し
でも良くなるよう努力されながら今後も続けていただきたい。

自

己

評

価

成 果

１　教育指導監による学校訪問は、各校の実態・課題に応じた指導助言を年間通して行
　うことにより、管理職の学校マネジメント力及び教員の授業力向上に寄与することが
　できた。
２　学力向上研修講座は、内容を講義及び演習・協議とすることにより、教員が日頃の
　疑問や課題を解決したり今後の取組の見通しを持つことができた。
３　学校の特色ある取組支援事業は、学力向上に係る主体的な研究・研修や実践的な取
　組を支援することで、各校での実態や課題に応じた取組の推進を図ることができた。
４　ＩＣＴ活用教育調査研究委員会では、令和２年度からの小学校プログラミング教育
　必修化について検討した。研修会、教員向け資料「出雲市小学校プログラミング教育
　スタートブック」の作成・配付、民間企業との連携による出前授業を実施し、新学習
　指導要領の円滑な実施への準備を行うことができた。
５　学習プリント配信システム導入により、既習事項の復習や理解度に応じた個別指
　導、家庭学習等での活用が進んだ。

課 題
　現在、市内の教職員の半数を５０代以上が占めており、今後、教員の世代交代が急速
に進むと考えられる。そのため、若手とベテランが協働して授業改善に取り組む学校体
制づくりに向けた支援を行う必要がある。

評 価
　小学校では令和２年度から、中学校では令和３年度からの学習指導要領全面実施に向
け、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が求められている。その支
援のために、学校訪問指導、学力向上研修講座等の継続・拡充が必要である。

今後の方向性

１　市全体で目指す重点を「個々の教員の授業力向上」と「各学校における組織的な授
  業改善の推進」とする。その実現のために、次の⑴⑵に取り組む。
　⑴　学校訪問指導、学力向上研修講座、学習プリント配信システムの充実・拡充
　⑵　学力向上推進リーダー会議による全教科共通の授業づくりの考え方の提示
　　なお、各取組については各学力調査及び各学校校長対象のアンケート調査等を活用
　して、事業の評価・改善を行う。
２　児童生徒用タブレット整備に伴い、学習におけるＩＣＴ活用の一層の充実を目指
　し、教職員研修や環境整備等について検討していく。

学習プリント配信システム

図書購入・リーフレット作成費等
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不登校相談員（中）が関わった保護者数 人

※小学校の不登校相談員がかかわった児童・保護者数は、Ｈ３０年度までは決められた相談室での
相談数のみを計上していたが、Ｒ元年度からは指導員１名の増員とともに相談室以外の場所での相
談数も計上することとしたため大幅に増えた。

不登校相談員（小）が関わった保護者数 人

不登校相談員（中）が関わった生徒数 人

項　目 単位 Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

不登校相談員（小）が関わった児童数 人

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 不登校対策事業（校内支援体制の充実） 担当課名 児童生徒支援課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 困難を抱える子どもの支援 施  策 不登校対策の充実

 事業開始年度 平成 年度

１  不登校対策コーディネーター（各校１名）の指名
　⑴位置付け、内容
　　不登校対策コーディネーターを校務分掌に位置づけ、組織的に未然防止、初期対応
　　等を行う。
　⑵研修会　不登校対策コーディネーター研修会の開催（５月・６月）
２　不登校相談員の配置
　⑴配置校
　　①小学校（１１名）【県事業】
　　②中学校（８名）　【市単独】
　⑵業務
　　①児童生徒及び保護者の相談
　　②不登校及び不登校傾向児童生徒の家庭への訪問
　　③別室登校している児童生徒の学習支援
　⑶不登校相談員連絡協議会の開催
　　①小・中学校（４月：市主催）
　　②小学校　　（８月：県主催）
　　③小・中学校（１月：市主催）

過去３年間の
事 業 実 績

Ｈ30 Ｈ29

事 業 の 目 的
　学校における不登校支援体制を充実させ、不登校の未然防止・早期対応を行うため
に、教職員の中から不登校対策コーディネーターを指名する。また、児童生徒への支援
や家庭訪問等を行うため、不登校相談員を配置する。

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

事 業 の 沿 革
平成２３年度　不登校相談員を小学校に配置
平成２６年度　不登校対策コーディネーターを各校に位置付け
平成２７年度　不登校相談員を中学校にも配置

事 業 概 要

財源内訳
単位：千円

国県支出金

不登校相談員（小学校）任用経費

不登校相談員（中学校）任用経費

一般財源

合　計

R1
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有
識
者
の
評
価

評 価

　いかなる状況や立場にある子どもたちに対しても「リスペクトすること」と「サポー
トすること」を必ず結びつけて支援の仕方を考えていくことが教育の大原則であり、そ
のために、施策「不登校対策の充実」における３事業を様々なパターンに分けながら、
また、結びつけて展開していくことが必要である。当該３事業は、一括して継続された
い。

コメント

【施策「不登校対策の充実」の３事業について一括記載】
〇不登校の未然防止のため、原因究明に引き続いて取り組んでいただきたい。
〇将来の引きこもりに繋がることが懸念されるため、早い段階の取組が求められるうえ
では、保護者との関わりが非常に重要となる。
〇不登校等の児童生徒の奥底にある心情を汲み取り、まず受け入れてあげるために、心
理相談員の増員をお願いしたい。
〇家庭環境が最も影響している部分と考えられる中、保護者の不安をどこへどうつなぐ
かが重要である。そのための心理相談員やカウンセラーといったマンパワーの役割は大
きいものであり、行政において支援体制を整備することが求められる。
〇学校を卒業をした後もフォローできる体制の構築が必要である。
〇不登校の子どもたちが、嫌な思いをすることなく、それも自分の個性だと思える、ま
た、今できることに一生懸命取り組んでいると思えるようなシステムが、３つの事業の
組み合わせであり、一連の流れであると言える。３つの事業を様々なパターンで組み合
わせることができるシステムを、引き続き維持していただきたい。
〇不登校相談員等を、午前中だけでなく午後にも引き続き配置されると効果的であると
考える。
〇不登校の要因が多様化し、それが複合的なものになっている一方、子どもの本質その
ものは、いつの時代もなんら変わっていないと感じている。変わったのは大人が作り出
した社会であり、その社会が生み出しているものに目を向けずに子どもの教育に限った
議論をしても、解決は難しいと考える。市の総合戦略等における「まちづくり」の視点
に立ち、様々な施策と連携する枠組みを形成しながら不登校対策に取り組むべきではな
いか。
〇学校における支援体制の構築を進めれば進めるほど管理職にかかる負担は大きいもの
となるため、後方支援できる体制の一層の強化が必要だ。「教育指導監」はその一翼を
担えるのではないか。
〇「居場所」が見つけられず苦しんでいる子どもたちのために、官民双方から支援でき
る事業の展開が重要であり、こうした事業は今後継続していくべきである。

自

己

評

価

成 果

１　不登校対策コーディネーターや不登校相談員の配置により、不登校の未然防止や
　初期対応、学校復帰に繋げることができた。
２　不登校児童生徒のうち、不登校の状況が改善された児童生徒の割合
　　（改善…概ね学校に通ったり教育支援センターに通ったりすることが多い児童生
　　徒）
　⑴平成３０年度
　　　小学校：３２．４３％　中学校：３３．８６％　合計３３．３３％
　⑵令和元年度
　　　小学校：３２．９６％　中学校：３７．６６％　合計３５．６１％
３　不登校が改善された児童生徒の割合は、前年度より２．２８ポイント増加した。

課 題

１　小・中学校ともに不登校及び不登校傾向の児童生徒数が増加し続けている。
　不登校児童生徒の割合
　⑴平成３０年度
　　　小学校：１．１４％　中学校：４．０４％　全体２．０８％
　⑵令和元年度
　　　小学校：１．８５％　中学校：４．８３％　全体２．８４％
２　不登校児童生徒の割合は、前年度より０．７６ポイント増加した。
３　不登校相談員は、１日の勤務時間が限られており、担任等と連絡・相談する時間が
　とりにくい。

評 価

１　不登校相談員配置校では、活用の在り方や支援の方法について工夫が進み、個に応
　じた支援が行われている。
２　小学校では相談室や保健室等での相談や対応が充実し、中学校では家庭に引きこも
　りがちな生徒に対し、不登校相談員が家庭訪問をしての支援が拡大してきている。

今後の方向性

１　不登校になる児童生徒数の増加・長期化等に対応するため、小学校の不登校相談
　員の配置校数の維持及び中学校にも同様の相談員を拡大配置するよう県に働き掛け
　ていく。
２　月々の不登校調査をもとに、学校の支援の在り方について聞き取りを行い、状況
　に応じて助言・指導を行う。
３　不登校相談員と教員との連携の仕方や効果的な活用の方法について、研修を通じ
　て改善していく。
４　不登校の未然防止のため、アンケート調査の実施や教育相談の充実等校内での体
　制づくりに取り組む。
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評 価

　いかなる状況や立場にある子どもたちに対しても「リスペクトすること」と「サポー
トすること」を必ず結びつけて支援の仕方を考えていくことが教育の大原則であり、そ
のために、施策「不登校対策の充実」における３事業を様々なパターンに分けながら、
また、結びつけて展開していくことが必要である。当該３事業は、一括して継続された
い。

コメント

【施策「不登校対策の充実」の３事業について一括記載】
〇不登校の未然防止のため、原因究明に引き続いて取り組んでいただきたい。
〇将来の引きこもりに繋がることが懸念されるため、早い段階の取組が求められるうえ
では、保護者との関わりが非常に重要となる。
〇不登校等の児童生徒の奥底にある心情を汲み取り、まず受け入れてあげるために、心
理相談員の増員をお願いしたい。
〇家庭環境が最も影響している部分と考えられる中、保護者の不安をどこへどうつなぐ
かが重要である。そのための心理相談員やカウンセラーといったマンパワーの役割は大
きいものであり、行政において支援体制を整備することが求められる。
〇学校を卒業をした後もフォローできる体制の構築が必要である。
〇不登校の子どもたちが、嫌な思いをすることなく、それも自分の個性だと思える、ま
た、今できることに一生懸命取り組んでいると思えるようなシステムが、３つの事業の
組み合わせであり、一連の流れであると言える。３つの事業を様々なパターンで組み合
わせることができるシステムを、引き続き維持していただきたい。
〇不登校相談員等を、午前中だけでなく午後にも引き続き配置されると効果的であると
考える。
〇不登校の要因が多様化し、それが複合的なものになっている一方、子どもの本質その
ものは、いつの時代もなんら変わっていないと感じている。変わったのは大人が作り出
した社会であり、その社会が生み出しているものに目を向けずに子どもの教育に限った
議論をしても、解決は難しいと考える。市の総合戦略等における「まちづくり」の視点
に立ち、様々な施策と連携する枠組みを形成しながら不登校対策に取り組むべきではな
いか。
〇学校における支援体制の構築を進めれば進めるほど管理職にかかる負担は大きいもの
となるため、後方支援できる体制の一層の強化が必要だ。「教育指導監」はその一翼を
担えるのではないか。
〇「居場所」が見つけられず苦しんでいる子どもたちのために、官民双方から支援でき
る事業の展開が重要であり、こうした事業は今後継続していくべきである。

自

己

評

価

成 果

１　不登校対策コーディネーターや不登校相談員の配置により、不登校の未然防止や
　初期対応、学校復帰に繋げることができた。
２　不登校児童生徒のうち、不登校の状況が改善された児童生徒の割合
　　（改善…概ね学校に通ったり教育支援センターに通ったりすることが多い児童生
　　徒）
　⑴平成３０年度
　　　小学校：３２．４３％　中学校：３３．８６％　合計３３．３３％
　⑵令和元年度
　　　小学校：３２．９６％　中学校：３７．６６％　合計３５．６１％
３　不登校が改善された児童生徒の割合は、前年度より２．２８ポイント増加した。

課 題

１　小・中学校ともに不登校及び不登校傾向の児童生徒数が増加し続けている。
　不登校児童生徒の割合
　⑴平成３０年度
　　　小学校：１．１４％　中学校：４．０４％　全体２．０８％
　⑵令和元年度
　　　小学校：１．８５％　中学校：４．８３％　全体２．８４％
２　不登校児童生徒の割合は、前年度より０．７６ポイント増加した。
３　不登校相談員は、１日の勤務時間が限られており、担任等と連絡・相談する時間が
　とりにくい。

評 価

１　不登校相談員配置校では、活用の在り方や支援の方法について工夫が進み、個に応
　じた支援が行われている。
２　小学校では相談室や保健室等での相談や対応が充実し、中学校では家庭に引きこも
　りがちな生徒に対し、不登校相談員が家庭訪問をしての支援が拡大してきている。

今後の方向性

１　不登校になる児童生徒数の増加・長期化等に対応するため、小学校の不登校相談
　員の配置校数の維持及び中学校にも同様の相談員を拡大配置するよう県に働き掛け
　ていく。
２　月々の不登校調査をもとに、学校の支援の在り方について聞き取りを行い、状況
　に応じて助言・指導を行う。
３　不登校相談員と教員との連携の仕方や効果的な活用の方法について、研修を通じ
　て改善していく。
４　不登校の未然防止のため、アンケート調査の実施や教育相談の充実等校内での体
　制づくりに取り組む。
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コスモス教室入級者 人 7（小3、中4） 6（小2、中4） 6（小4、中2）

Ｈ30 Ｈ29

すずらん教室入級者 人 18（小6、中12） 17（小5、中12） 13（小3、中10）

光人塾入級者 人 15（小0、中15） 20（小2、中18） 24（小3、中21）

R1

項　目 単位 Ｒ1

 事業開始年度 平成 年度

１　指導員
　⑴　すずらん教室　１１人（室長１人、主任指導員２人、指導員８人）
　⑵　光人塾　　　　１１人（塾長１人、主任指導員２人、指導員８人）
　⑶　コスモス教室　　５人（室長１人、主任指導員１人、指導員３人）
　※　平成30年度と同じ体制
２　センターの共通項目
　　午前中は学習指導を行い、午後はそれぞれのカリキュラムで活動を行う。
３　各センターの体験活動
　⑴　すずらん教室
　　　音楽教室、陶芸教室、美術教室、茶道教室等
　⑵　光人塾
　　　地域のイベントへの出店、海釣り、保護者が参加する校外活動等
　⑶　コスモス教室
　　　空港、工場、築地松及び葡萄農家の見学等
４　教育支援センター指導員・不登校対策指導員合同研修会の開催（年１回）
　　 ※年２回を計画していたが、２回目は荒天のため中止になった。
５　科学館での科学工作（７、１２月）

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的
　不登校児童生徒の将来的な社会的自立や学校への復帰に向けて、３つの教育支援セン
ターで学習や体験活動等の支援を行う。

事 業 の 沿 革
平成　５年度　旧出雲市にすずらん教室を開所
平成　６年度　旧平田市に光人塾を開所
平成１５年度　旧斐川町にコスモス教室を開所

事 業 概 要

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名
教育支援センター運営事業

（すずらん教室、光人塾、コスモス教室）
担当課名 児童生徒支援課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 困難を抱える子どもの支援 施  策 不登校対策の充実
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評 価
【施策「不登校対策の充実」の３事業について「不登校対策事業（校内支援体制の充
実）」に一括記載】

コメント
【施策「不登校対策の充実」の３事業について「不登校対策事業（校内支援体制の充
実）」に一括記載】

自

己

評

価

成 果

１　不登校児童生徒が安心して過ごすことのできる居場所作りに努め、児童生徒の自己
　肯定感を高めることにより、安定した通級や意欲的な学習態度につなげることができ
  た。
２　多様な体験活動や個別の学習支援を通して、中学校卒業後の希望の進路につなげる
　ことができた。（１９人）
３　令和元年度は小学生１人、中学生１人が学校へ復帰できた。

課 題

１　小学生や発達に課題のある児童生徒の入室が増え、指導員が１対１の対応を求めら
　れるため、残りの指導員でその他の児童生徒を指導しなければならず、個々の学習状
　況に合った個別の対応が難しくなっている。
２　事前の相談や面談を行い、支援センターに体験入級しても定期的な通級ができず、
　体験で終わってしまうケースが増えている。

評 価
　不登校児童生徒の居場所となり、多様な体験活動や少人数での学習を通して児童生徒
の不安を軽減して自己肯定感を高めることにより、学校への復帰や中学校卒業後の進路
につなげることができている。

今後の方向性

１　学校への復帰を目指し、個別の学習形態だけでなく、少人数学習を導入して人との
　関わりを学べるようにする。
２　教育支援センター指導員と不登校対策指導員を対象とした合同研修会や特別支援教
　育の講座等を通して資質向上を図る。
３　教育支援センターへのスクールカウンセラーの配置を、引き続き県に要望する。
４　指導のために必要な部屋を確保できるよう計画的に整備を進める。

一般財源

合　計

コスモス教室　人件費以外

財源内訳
単位：千円

国県支出金

人件費

光人塾　　　　人件費以外

　すずらん教室　人件費以外

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

共通経費
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評 価
【施策「不登校対策の充実」の３事業について「不登校対策事業（校内支援体制の充
実）」に一括記載】

コメント
【施策「不登校対策の充実」の３事業について「不登校対策事業（校内支援体制の充
実）」に一括記載】

自

己

評

価

成 果

１　不登校児童生徒が安心して過ごすことのできる居場所作りに努め、児童生徒の自己
　肯定感を高めることにより、安定した通級や意欲的な学習態度につなげることができ
  た。
２　多様な体験活動や個別の学習支援を通して、中学校卒業後の希望の進路につなげる
　ことができた。（１９人）
３　令和元年度は小学生１人、中学生１人が学校へ復帰できた。

課 題

１　小学生や発達に課題のある児童生徒の入室が増え、指導員が１対１の対応を求めら
　れるため、残りの指導員でその他の児童生徒を指導しなければならず、個々の学習状
　況に合った個別の対応が難しくなっている。
２　事前の相談や面談を行い、支援センターに体験入級しても定期的な通級ができず、
　体験で終わってしまうケースが増えている。

評 価
　不登校児童生徒の居場所となり、多様な体験活動や少人数での学習を通して児童生徒
の不安を軽減して自己肯定感を高めることにより、学校への復帰や中学校卒業後の進路
につなげることができている。

今後の方向性

１　学校への復帰を目指し、個別の学習形態だけでなく、少人数学習を導入して人との
　関わりを学べるようにする。
２　教育支援センター指導員と不登校対策指導員を対象とした合同研修会や特別支援教
　育の講座等を通して資質向上を図る。
３　教育支援センターへのスクールカウンセラーの配置を、引き続き県に要望する。
４　指導のために必要な部屋を確保できるよう計画的に整備を進める。

一般財源

合　計

コスモス教室　人件費以外

財源内訳
単位：千円

国県支出金

人件費

光人塾　　　　人件費以外

　すずらん教室　人件費以外

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

共通経費
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 事業開始年度 平成 年度

１ 不登校対策指導員（３名）
　⑴　家に閉じこもりがちな児童生徒及び保護者の状況に応じて、家庭訪問や家庭外で
　　の学習・体験活動の支援を行う。
　⑵  教育支援センターと連携して、スマイル交流会、スマイルキャンプ、スケート教
　　室、科学館と連携してのEnjoy科学教室といった体験活動を行う。
２ 児童生徒支援調整員（１名）
　　不登校児童生徒が、不登校対策指導員及び教育支援センター等の支援を適切に受け
　られるように、学校訪問や児童生徒・保護者との面談を行う。
３ 心理相談員（１名）
　　不登校対策指導員や教育支援センターが支援している不登校児童生徒や保護者のカ
　ウンセリングを行う。
４ 教育支援センター指導員・不登校対策指導員合同研修会の開催（年１回）
　　※年２回を計画していたが、２回目は荒天のため中止になった。

過去３年間の
事 業 実 績

項　目 単位 Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

不登校対策指導員が支援した回数 回

　　　　　〃　　　　　　（保護者） 件

児童生徒支援調整員が関わった相談

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名
不登校対策事業

（不登校対策指導員等の配置）
担当課名 児童生徒支援課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 困難を抱える子どもの支援 施  策 不登校対策の充実

R1

事 業 の 目 的
　家に閉じこもりがちな児童生徒の将来的な社会的自立や学校復帰に向けて、不登校対
策指導員等を配置し、児童生徒及びその保護者の相談・支援を行う。

事 業 の 沿 革
平成１４年度 不登校対策指導員を配置
平成２２年度 児童生徒支援調整員を配置
平成２４年度 心理相談員を配置

事 業 概 要

件

心理相談員が関わった相談（児童生徒） 件

※指導員の人数
が異なるため記
載しない。
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財源内訳
(単位：千円)

有
識
者
の
評
価

評　　価

旅　費
報償費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1
報　酬（委員）

需用費

国県支出金

委託料（QU、研修会講師派遣料）
合　計

　いじめの加害側と被害側の関係性が変化する状況や、発達障がいに関わるいじめも増
えてきている状況の中、いじめに至ることとなった問題行動等に対して、児童生徒一人
ひとりが理解を深め、お互いに理解しあうことができる人間関係づくり、学級づくりが
必要とされており、教職員はそのための学級活動に取り組み、校長等管理職や教育委員
会はその支援をしていくことが大切である。以上を踏まえ、本事業は継続されたい。

コメント

〇いじめが発生している事実を的確に認知する上で、教職員の置かれている立場は重要
かつ重責である。条例に基づく「いじめ問題対策委員会」等を最大限有効活用し、被害
児童生徒が教職員へ打ち明けやすい雰囲気を作るための方策をしっかりと話し合ってい
ただきたい。
〇発達障がいのある児童生徒が関連したいじめへの対応においては、まず、「いじめ」
そのものに主眼をおくことが肝要で、発達障がいをいじめの原因として対処することは
適切ではない。
〇フレンドシップ事業は、生徒誰もがいじめ問題を自分のこととして考えるよい取組で
あるが、自身の悩みや苦しみから加害行動に出てしまうなど、宣言に書いてある内容が
なかなか実行できない生徒たちも、この事業から排除されないものになるとよりよいと
考える。
〇いじめ問題に関連したアンケートの質問は、「いじめられる側」に関する項目が多い
ように見受けられる。よりよい学級づくりを進めるうえでは、「いじめる側」の気持ち
を探る項目もあったらよいのではないか。その際には、「いじめたことがあるか」と
いった具体的な質問ではなく、もやもやとした心の奥底が汲み取れるような表現がよい
のではないか。
〇ネットトラブル対応研修は、保護者が進んで出たいと思うような、保護者が本当に
困っている内容になるよう検討していただきたい。

自

己

評

価

成 果

１　アンケートＱＵを活用して、よりよい学級づくりや児童生徒の人間関係づくりを進
　めることによって、いじめの未然防止や早期発見につながっている。
２　研修等を通して、教職員のいじめの認知、早期発見・早期対応に対する意識が高ま
　った。
３　いじめの未然防止に向けて、フレンドシップ宣言を活用した異学年交流活動など児
　童会・生徒会を中心とした活動が、すべての小・中学校で実施された。
４　出雲市いじめ問題対策委員会より、いじめ問題への対応の仕方や適切な教職員研修
　のあり方について助言を受けることができた。
５　いじめ問題に特化した教育長の校長面接や指導主事の学校訪問により、教育委員会
　で早期の状況把握と助言ができ、また学校ではいじめ問題に対する意識が高まった。

課 題

１　学校現場において、いじめ・問題行動等への意識が高まりつつある。一方、その認
　知や組織的対応に対する理解は、十分浸透しているとは言い難い。
２　インターネット等を中心としたオンラインゲームによる課金問題や生活習慣の乱れ
　やＳＮＳ上での誹謗中傷等の問題行動が見られる。
３　発達障がいのある児童生徒によるいじめへの対応について、医療及び児童相談所と
　の連携が必要なケースが増えてきている。

評 価

　各学校において、いじめに対する認識が深まり、児童生徒や保護者へのアンケート調
査、教育相談や保護者面談を通して、早期発見と対応が図られるようになった。いじめ
問題への対応は、さらに医療・関係機関との連携強化などの必要があるため、今後も継
続していく。

今後の方向性

１　各学校で教員の中から「いじめ対応コーディネーター」を選任し、校内のいじめ対
　応の体制の強化を図る。
２　いじめ問題に特化した教育長の校長面接や指導主事の学校訪問を実施し、いじめの
　早期把握と助言を行うほか、各学校のいじめ問題に対する意識の定着を図る。
３　いじめ対応の教員研修の対象者や内容を見直し、教職員の資質と学校の組織力の向
　上を図る。
４　ネットトラブル対応研修（教職員・保護者等）は、時代の変化に対応した研修とし
　ていく。
５　フレンドシップ事業を通じて、児童生徒が自分たちの問題としてとらえ、人権意識
　の高揚を通じていじめの未然防止を図る。
６　出雲市いじめの防止等に関する条例に定める「いじめ問題対策連絡協議会」、「い
　じめ問題対策委員会」を設置し、いじめ問題に対する体制の充実を図る。

一般財源
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財源内訳
(単位：千円)

有
識
者
の
評
価

評　　価

旅　費
報償費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1
報　酬（委員）

需用費

国県支出金

委託料（QU、研修会講師派遣料）
合　計

　いじめの加害側と被害側の関係性が変化する状況や、発達障がいに関わるいじめも増
えてきている状況の中、いじめに至ることとなった問題行動等に対して、児童生徒一人
ひとりが理解を深め、お互いに理解しあうことができる人間関係づくり、学級づくりが
必要とされており、教職員はそのための学級活動に取り組み、校長等管理職や教育委員
会はその支援をしていくことが大切である。以上を踏まえ、本事業は継続されたい。

コメント

〇いじめが発生している事実を的確に認知する上で、教職員の置かれている立場は重要
かつ重責である。条例に基づく「いじめ問題対策委員会」等を最大限有効活用し、被害
児童生徒が教職員へ打ち明けやすい雰囲気を作るための方策をしっかりと話し合ってい
ただきたい。
〇発達障がいのある児童生徒が関連したいじめへの対応においては、まず、「いじめ」
そのものに主眼をおくことが肝要で、発達障がいをいじめの原因として対処することは
適切ではない。
〇フレンドシップ事業は、生徒誰もがいじめ問題を自分のこととして考えるよい取組で
あるが、自身の悩みや苦しみから加害行動に出てしまうなど、宣言に書いてある内容が
なかなか実行できない生徒たちも、この事業から排除されないものになるとよりよいと
考える。
〇いじめ問題に関連したアンケートの質問は、「いじめられる側」に関する項目が多い
ように見受けられる。よりよい学級づくりを進めるうえでは、「いじめる側」の気持ち
を探る項目もあったらよいのではないか。その際には、「いじめたことがあるか」と
いった具体的な質問ではなく、もやもやとした心の奥底が汲み取れるような表現がよい
のではないか。
〇ネットトラブル対応研修は、保護者が進んで出たいと思うような、保護者が本当に
困っている内容になるよう検討していただきたい。

自

己

評

価

成 果

１　アンケートＱＵを活用して、よりよい学級づくりや児童生徒の人間関係づくりを進
　めることによって、いじめの未然防止や早期発見につながっている。
２　研修等を通して、教職員のいじめの認知、早期発見・早期対応に対する意識が高ま
　った。
３　いじめの未然防止に向けて、フレンドシップ宣言を活用した異学年交流活動など児
　童会・生徒会を中心とした活動が、すべての小・中学校で実施された。
４　出雲市いじめ問題対策委員会より、いじめ問題への対応の仕方や適切な教職員研修
　のあり方について助言を受けることができた。
５　いじめ問題に特化した教育長の校長面接や指導主事の学校訪問により、教育委員会
　で早期の状況把握と助言ができ、また学校ではいじめ問題に対する意識が高まった。

課 題

１　学校現場において、いじめ・問題行動等への意識が高まりつつある。一方、その認
　知や組織的対応に対する理解は、十分浸透しているとは言い難い。
２　インターネット等を中心としたオンラインゲームによる課金問題や生活習慣の乱れ
　やＳＮＳ上での誹謗中傷等の問題行動が見られる。
３　発達障がいのある児童生徒によるいじめへの対応について、医療及び児童相談所と
　の連携が必要なケースが増えてきている。

評 価

　各学校において、いじめに対する認識が深まり、児童生徒や保護者へのアンケート調
査、教育相談や保護者面談を通して、早期発見と対応が図られるようになった。いじめ
問題への対応は、さらに医療・関係機関との連携強化などの必要があるため、今後も継
続していく。

今後の方向性

１　各学校で教員の中から「いじめ対応コーディネーター」を選任し、校内のいじめ対
　応の体制の強化を図る。
２　いじめ問題に特化した教育長の校長面接や指導主事の学校訪問を実施し、いじめの
　早期把握と助言を行うほか、各学校のいじめ問題に対する意識の定着を図る。
３　いじめ対応の教員研修の対象者や内容を見直し、教職員の資質と学校の組織力の向
　上を図る。
４　ネットトラブル対応研修（教職員・保護者等）は、時代の変化に対応した研修とし
　ていく。
５　フレンドシップ事業を通じて、児童生徒が自分たちの問題としてとらえ、人権意識
　の高揚を通じていじめの未然防止を図る。
６　出雲市いじめの防止等に関する条例に定める「いじめ問題対策連絡協議会」、「い
　じめ問題対策委員会」を設置し、いじめ問題に対する体制の充実を図る。

一般財源
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R1

 事業開始年度 平成 年度

県の加配教員および市が配置する指導員等が、日本語指導拠点校や日本語初期集中指
導教室で、日本語指導を必要とする児童生徒に対し、日本語指導や学習支援を行った。
また、教職員研修を実施した。

１　日本語指導拠点校での指導員等の配置と巡回校での日本語指導
　⑴　日本語指導員・巡回日本語指導員（１９人）
　　　対象児童生徒の日本語習得段階に応じた指導を行った。
　⑵　日本語指導補助員（３人）
　　　主として、日本語指導歴の短い児童生徒を対象に、母語(ポルトガル語)を使っ
　　て、生活・学習支援を行った。
　⑶　通訳・翻訳支援員（３人）
　　　主として、保護者と学校の連絡時(お知らせや面談等)に、通訳・翻訳を行った。
２　日本語初期集中指導教室での初期集中指導体制
　⑴　指導期間
　　　来日間もない児童生徒に対し２０日／期の日本語指導を行った。（年間９期）
　⑵　指導体制
　　　日本語指導員（２人）と日本語指導補助員（１人）で指導を行った。
３　教職員研修の実施
　　日本語指導員等研修[８月：４１名参加、１２月：４５名参加]
４　キャリア教育の実施
　⑴　拠点３中学校において、日本（出雲市）で働く先輩の講義を聴き、目標や夢を
　　持って努力する大切さを学んだ。
　⑵　出雲市科学館での制作体験活動を通して日本語の力を高め、他校の生徒との交流
　　を図った。（中学2年生対象）
５　保幼との連携
　　外国にルーツのある入学予定園児の在籍する保育所や幼稚園、入学予定学校及び保
　護者と対象園児の情報共有を行った。

事 業 の 目 的
　日本語指導を必要とする児童生徒に対し、日本語指導や学習支援を行い、対象児童生
徒の進路を保障する。

事 業 の 沿 革

平成１７年度　１５人の児童生徒に対して日本語指導、学習支援を開始
平成２２年度　県の支援加配教員３人、市の日本語指導員３人の指導体制を整備
平成２６年度　県の支援加配教員を５人、日本語指導員を６人に増員し､指導体制を拡充
平成２７年度　県の支援加配教員を７人に増員
平成２８年度　県の支援加配教員を９人、日本語指導員を１０人に増員するとともに、
              巡回日本語指導員２人、日本語指導補助員２人を新規配置
平成２９年度　県の支援加配教員を１１人、日本語指導員を１２人に増員し、通訳･翻訳
　　　　　　　支援員１人を新規配置
平成３０年度　県の支援加配教員を１３人、日本語指導員を１９人、通訳・翻訳支援員
　　　　　　　を２人に増員
令和元年度　　拠点校（小学校３校、中学校３校）制度の導入し、出雲科学館に「日本
　　　　　　　語初期集中指導教室」を設置し初期集中指導を開始
　　　　　　　県の支援加配教員を１５人、通訳・翻訳支援員を３人、日本語指導補助
　　　　　　　員を４人に増員

事 業 概 要

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 帰国・外国籍児童生徒支援事業 担当課名 学校教育課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 困難を抱える子どもの支援 施  策 日本語指導の充実

過去３年間の
事 業 実 績

項目 単位 Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29
日本語指導を実施した児童生徒数（5/1現在） 人

県支援加配教員数 人

日本語指導員数 人

巡回日本語指導員数 人

市日本語指導教職員研修参加者数（延べ人数） 人

日本語指導補助員数 人

通訳・翻訳支援員数 人
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有
識
者
の
評
価

評 価
　本事業は、全国的に先進的な取組であり、各方面からも評価が高い。数年来事業内容
に様々な工夫が見られ、今後も一層充実させていく方向で取り組んでいただきたい。

コメント

〇成果が出ている事業であり、将来的に出雲を担う人材を育てる取組につなげられた
い。
〇ポルトガル語以外を母国語とする児童への対応も今後視野に入れるべきではないか。
〇「生活言語」の支援は取り組まれているが、その後の肝要な「進路保障」に繋がる
「学習言語」習得の支援が不足しているため、高校進学や就職が難しい現状がある。
「生活言語」を習得した子どもへの次の支援を導入する必要があるのではないか。
〇日本語教育について専門的な知見を持つ有資格者の配置が検討できないか。外国籍の
子どもたちをサポートするうえで、日本語学習にとどまらない諸課題を解決するコー
ディネーターの役割を担うことも可能であるため、そうした仕組みが必要ではないか。
〇日本全国へ出雲市の取組を紹介して広げていくべきだ。

自

己

評

価

成 果

１　日本語初期集中指導教室
　⑴　年間で９期の教室を開催し、３０人の児童生徒が初期集中指導を経て、在籍校で
　　の学校生活をスムーズにスタートさせることができた。
　⑵　母語を交えての丁寧な指導や相談を行ったことで、児童生徒と共に保護者の不安
　　を軽減することができた。
　⑶　在籍校では初期教室との情報交換や事前の面談が可能となり、受け入れまでに丁
　　寧な準備をすることができた。
２　拠点校（小学校３校、中学校３校）制度の導入
　⑴　日本語指導体制を拠点校に集中させることができ、初期指導（指導歴２年以内）
　　が必要な児童生徒に重点を置いた指導体制を組むことができた。
　⑵　１９１人の児童生徒が取り出しによる日本語指導を受け、全体の約６割が日本語
　　ステージ（６段階での日本語習熟度）の向上が見られた。
　⑶　個別の指導計画による目標については、約９割の児童生徒が達成することがで
　　き、着実に日本語指導の成果が表れた。
３　日本語指導が必要な中学３年生１６人（うち１５人は中学生時での転入）の卒業生
　は、１０人が高校進学、４人が就職することができた。（２人は帰国）
４　市内保育所・幼稚園に在籍する外国にルーツのある園児をスムーズに小学校につな
　げることができた。

課 題

１　初期・中期日本語指導カリキュラムについて、市として基本となる共通した指導内
　容・教材等を提示できるように、市日本語指導検討委員会カリキュラム部で検討する
　必要がある。
２　日本語指導を必要としている児童生徒は年々増加していて、日本語指導員・日本語
　指導補助員が足りていない。
３　担任、教科担当教員等による在籍学級での学習において、具体的な学習支援の共通
　理解や充実が課題である。

評 価

日本語初期集中指導教室から始まり、在籍校での初期・中期日本語指導について、市
としての共通の指導体制・内容等を整備したので、ＰＤＣＡサイクルでの指導体制の充
実を図ることができた。

本事業は、日本語指導が必要な児童生徒の日本語力向上を図る上で大切な事業であ
る。

今後の方向性

１　対象児童生徒の増加に対応するため、日本語指導員、日本語指導補助員、通訳・翻
　訳支援員を拡充する。
２　児童生徒一人一人の日本語能力や学習内容の習得状況をきめ細かに把握し、個別の
　指導計画を作成し実施する。
３　日本語指導コーディネーターの役割の明確化を図り、組織として日本語指導を機能
　させる。

基金繰入金（日本の心のふるさと出雲応援基金）

一般財源

寄附金（企業版ふるさと納税寄附金）

合　計

使用料

需用費

役務費

委託料

財源内訳
単位 千円

国県支出金

人件費（賃金・報酬・共済費）

報償費

旅費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位 千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

備品購入費
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有
識
者
の
評
価

評 価
　本事業は、全国的に先進的な取組であり、各方面からも評価が高い。数年来事業内容
に様々な工夫が見られ、今後も一層充実させていく方向で取り組んでいただきたい。

コメント

〇成果が出ている事業であり、将来的に出雲を担う人材を育てる取組につなげられた
い。
〇ポルトガル語以外を母国語とする児童への対応も今後視野に入れるべきではないか。
〇「生活言語」の支援は取り組まれているが、その後の肝要な「進路保障」に繋がる
「学習言語」習得の支援が不足しているため、高校進学や就職が難しい現状がある。
「生活言語」を習得した子どもへの次の支援を導入する必要があるのではないか。
〇日本語教育について専門的な知見を持つ有資格者の配置が検討できないか。外国籍の
子どもたちをサポートするうえで、日本語学習にとどまらない諸課題を解決するコー
ディネーターの役割を担うことも可能であるため、そうした仕組みが必要ではないか。
〇日本全国へ出雲市の取組を紹介して広げていくべきだ。

自

己

評

価

成 果

１　日本語初期集中指導教室
　⑴　年間で９期の教室を開催し、３０人の児童生徒が初期集中指導を経て、在籍校で
　　の学校生活をスムーズにスタートさせることができた。
　⑵　母語を交えての丁寧な指導や相談を行ったことで、児童生徒と共に保護者の不安
　　を軽減することができた。
　⑶　在籍校では初期教室との情報交換や事前の面談が可能となり、受け入れまでに丁
　　寧な準備をすることができた。
２　拠点校（小学校３校、中学校３校）制度の導入
　⑴　日本語指導体制を拠点校に集中させることができ、初期指導（指導歴２年以内）
　　が必要な児童生徒に重点を置いた指導体制を組むことができた。
　⑵　１９１人の児童生徒が取り出しによる日本語指導を受け、全体の約６割が日本語
　　ステージ（６段階での日本語習熟度）の向上が見られた。
　⑶　個別の指導計画による目標については、約９割の児童生徒が達成することがで
　　き、着実に日本語指導の成果が表れた。
３　日本語指導が必要な中学３年生１６人（うち１５人は中学生時での転入）の卒業生
　は、１０人が高校進学、４人が就職することができた。（２人は帰国）
４　市内保育所・幼稚園に在籍する外国にルーツのある園児をスムーズに小学校につな
　げることができた。

課 題

１　初期・中期日本語指導カリキュラムについて、市として基本となる共通した指導内
　容・教材等を提示できるように、市日本語指導検討委員会カリキュラム部で検討する
　必要がある。
２　日本語指導を必要としている児童生徒は年々増加していて、日本語指導員・日本語
　指導補助員が足りていない。
３　担任、教科担当教員等による在籍学級での学習において、具体的な学習支援の共通
　理解や充実が課題である。

評 価

日本語初期集中指導教室から始まり、在籍校での初期・中期日本語指導について、市
としての共通の指導体制・内容等を整備したので、ＰＤＣＡサイクルでの指導体制の充
実を図ることができた。

本事業は、日本語指導が必要な児童生徒の日本語力向上を図る上で大切な事業であ
る。

今後の方向性

１　対象児童生徒の増加に対応するため、日本語指導員、日本語指導補助員、通訳・翻
　訳支援員を拡充する。
２　児童生徒一人一人の日本語能力や学習内容の習得状況をきめ細かに把握し、個別の
　指導計画を作成し実施する。
３　日本語指導コーディネーターの役割の明確化を図り、組織として日本語指導を機能
　させる。

基金繰入金（日本の心のふるさと出雲応援基金）

一般財源

寄附金（企業版ふるさと納税寄附金）

合　計

使用料

需用費

役務費

委託料

財源内訳
単位 千円

国県支出金

人件費（賃金・報酬・共済費）

報償費

旅費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位 千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

備品購入費
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施策の柱

教育を支える環境の充実 開かれた教育行政の推進 地域学校運営理事会推進事業 教育政策課

教育を支える環境の充実 危機管理力の向上 子ども安全センター運営事業 児童生徒支援課

教育を支える環境の充実 適正な教育環境の構築 学校教育用バス運行事業 教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 放課後子ども教室推進事業 教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 家庭教育支援事業 教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 情報環境整備事業 教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 保幼小中連携推進事業 学校教育課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 学校図書館活用事業 学校教育課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 学力向上推進事業（学力調査実施事業） 学校教育課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 ふるさと・キャリア教育推進事業 教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 総合的学習推進事業 学校教育課

「生きる力」の育成 差別解消に向けた教育の推進 学校同和教育推進事業 学校教育課

「生きる力」の育成 科学館理科学習等の推進 科学館理科学習事業 出雲科学館

「生きる力」の育成 科学館理科学習等の推進 科学館生涯学習事業 出雲科学館

困難を抱える子どもの支援 特別支援教育の充実 特別支援教育事業 児童生徒支援課

困難を抱える子どもの支援 特別支援教育の充実 スクールヘルパー事業 児童生徒支援課

学校給食の充実 安全・安心でおいしい給食の推進 学校給食事業 学校給食課

学校給食の充実 安全・安心でおいしい給食の推進 食に関する指導の充実 学校給食課

学校給食の充実 安全・安心でおいしい給食の推進 地産地消の推進 学校給食課

学校給食の充実 安全・安心でおいしい給食の推進 アレルギー対応給食推進事業 学校給食課

学校給食の充実 学校給食センターの再編整備 学校給食センター再編整備事業 学校給食課

学校施設の整備 耐震化の早期完了 小学校・中学校・幼稚園耐震化対策推進事業 教育施設課

学校施設の整備 新増改築事業の推進 小学校・中学校・幼稚園改築事業 教育施設課

学校施設の整備 施設環境の向上 校舎・園舎リフレッシュ事業 教育施設課

令和元年度（2019）有識者評価対象外事業
第３期出雲市教育振興計画　位置付け

事務事業名 担当課 ページ
施策
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施策の柱

教育を支える環境の充実 開かれた教育行政の推進 地域学校運営理事会推進事業 教育政策課

教育を支える環境の充実 危機管理力の向上 子ども安全センター運営事業 児童生徒支援課

教育を支える環境の充実 適正な教育環境の構築 学校教育用バス運行事業 教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 放課後子ども教室推進事業 教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 家庭教育支援事業 教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 情報環境整備事業 教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 保幼小中連携推進事業 学校教育課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 学校図書館活用事業 学校教育課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 学力向上推進事業（学力調査実施事業） 学校教育課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 ふるさと・キャリア教育推進事業 教育政策課

「生きる力」の育成 確かな学力の定着と向上 総合的学習推進事業 学校教育課

「生きる力」の育成 差別解消に向けた教育の推進 学校同和教育推進事業 学校教育課

「生きる力」の育成 科学館理科学習等の推進 科学館理科学習事業 出雲科学館

「生きる力」の育成 科学館理科学習等の推進 科学館生涯学習事業 出雲科学館

困難を抱える子どもの支援 特別支援教育の充実 特別支援教育事業 児童生徒支援課

困難を抱える子どもの支援 特別支援教育の充実 スクールヘルパー事業 児童生徒支援課

学校給食の充実 安全・安心でおいしい給食の推進 学校給食事業 学校給食課

学校給食の充実 安全・安心でおいしい給食の推進 食に関する指導の充実 学校給食課

学校給食の充実 安全・安心でおいしい給食の推進 地産地消の推進 学校給食課

学校給食の充実 安全・安心でおいしい給食の推進 アレルギー対応給食推進事業 学校給食課

学校給食の充実 学校給食センターの再編整備 学校給食センター再編整備事業 学校給食課

学校施設の整備 耐震化の早期完了 小学校・中学校・幼稚園耐震化対策推進事業 教育施設課

学校施設の整備 新増改築事業の推進 小学校・中学校・幼稚園改築事業 教育施設課

学校施設の整備 施設環境の向上 校舎・園舎リフレッシュ事業 教育施設課

令和元年度（2019）有識者評価対象外事業
第３期出雲市教育振興計画　位置付け

事務事業名 担当課 ページ
施策
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項　　目

各校の運営理事会開催回数（平均）

教育委員会に対する意見申出件数

教育委員会主催の研修会の開催回数

教育委員会が作成した広報紙の発行回数 ※

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 地域学校運営理事会推進事業 担当課名 教育政策課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 教育を支える環境の充実 施  策 開かれた教育行政の推進

 事業開始年度 平成 年度

１　理事会の役割
　(1)学校運営に関する基本的な方針の承認
　(2)学校運営等に関する意見の申出
　(3)学校運営等に関する評価
　(4)住民参画の促進等のための情報提供

２　地域学校運営ブロック協議会（地域学校協働本部）の役割
　　地域学校運営ブロック協議会は、中学校区で地域と学校が連携・協働した教育活動の
　充実を図る。
　
　上記の取組に対し、教育委員会は、理事会の開催、各理事会の広報活動への支援、理事
長等の意見交換会、研修会等の開催を行っている。

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的
　家庭・地域・学校の三者が一体となった学校運営に当たり、児童・生徒の健全育成や地
域に開かれた特色ある学校づくりを行うとともに、三者が協働して教育力を高めるための
支援を行う。

事 業 の 沿 革

平成17年12月　「出雲中央教育審議会」答申
平成18年度　　全小中学校を地域学校運営理事会を設置する学校として指定
　　　　　　　（※全校指定は全国初）
平成19年度　　中学校区を単位とした運営理事会の連合組織である「地域学校運営ブ
　　　　　　ロック協議会」を全13中学校区に設立
平成21年度　　学校予算配分に係る裁量権を全地域学校運営理事会に付与
平成25年度　　合併に伴い斐川地域6小中学校を、地域学校運営理事会を設置する学校と
            して指定（※市内全ての小中学校、幼稚園を指定）
平成29年4月　「地方教育行政の組織と運営に関する法律」が改正され、それまで「学校
　　　　　　運営協議会（地域学校運営理事会）」について任意設置とされていたもの
　　　　　　が、努力義務に変わった。

事 業 概 要

R1

※各理事会が発行する理事会だよりとは別に、教育委員会が各理事や関係者に向
　けた便りを発行し、今求められている活動や国の動き、教育委員会の考え方を
　周知した。

１回 － －

１回 ２回 ２回

Ｒ１ Ｈ３０ Ｈ２９

３.４回 ３.４回 ３.４回

２９件 １９件 ３６件
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Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

財源内訳
単位：千円

国県支出金

需用費

役務費

食費

研修会経費等

一般財源

合　計

自

己

評

価

成 果
　継続的な取組の実施により、学校の教育活動についての地域の理解が進むとともに、学
校運営を支援する役割を果たしている。家庭・地域・学校の連携・協働が着実に進み、
「地域全体で子どもたちの成長を支える」機運が醸成されつつある。

課 題
　「学校の応援団としての学校支援の役割」は、大いに果たしている。
　一方で、「家庭・地域・学校の連携・協働の役割」についての理解は、理事会間で差が
　ある。

評 価
　学校と地域の連携が確実に進展してきていることなど成果も上がっており、地域学校運
営理事会はなくてはならない存在になっている。家庭・地域・学校の連携・協働を強化す
るため、今後も事業の充実を目指す。

今後の方向性

　これまでの成果と課題を踏まえ、また、中央教育審議会答申や新学習指導要領にも示さ
れている「社会に開かれた教育課程」等を進めていくためにも、理事会・ブロック協議会
の活動の充実を図る。

１　理事長会、理事等への研修会等を通して、理事会の役割を明確にし、目指す方向性
　　の共通理解を図る。

２　地域学校協働活動推進員の配置を進め、家庭・地域・学校が連携・協働した活動の
　　一層の充実を図る。

　　また、中学校区全体として「社会に開かれた教育課程」の取組を充実させるため、
　「地域学校運営ブロック協議会（地域学校協働本部）」を支援し、必要に応じ「地域
　学校協働活動推進員」を配置していく。
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Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

財源内訳
単位：千円

国県支出金

需用費

役務費

食費

研修会経費等

一般財源

合　計

自

己

評

価

成 果
　継続的な取組の実施により、学校の教育活動についての地域の理解が進むとともに、学
校運営を支援する役割を果たしている。家庭・地域・学校の連携・協働が着実に進み、
「地域全体で子どもたちの成長を支える」機運が醸成されつつある。

課 題
　「学校の応援団としての学校支援の役割」は、大いに果たしている。
　一方で、「家庭・地域・学校の連携・協働の役割」についての理解は、理事会間で差が
　ある。

評 価
　学校と地域の連携が確実に進展してきていることなど成果も上がっており、地域学校運
営理事会はなくてはならない存在になっている。家庭・地域・学校の連携・協働を強化す
るため、今後も事業の充実を目指す。

今後の方向性

　これまでの成果と課題を踏まえ、また、中央教育審議会答申や新学習指導要領にも示さ
れている「社会に開かれた教育課程」等を進めていくためにも、理事会・ブロック協議会
の活動の充実を図る。

１　理事長会、理事等への研修会等を通して、理事会の役割を明確にし、目指す方向性
　　の共通理解を図る。

２　地域学校協働活動推進員の配置を進め、家庭・地域・学校が連携・協働した活動の
　　一層の充実を図る。

　　また、中学校区全体として「社会に開かれた教育課程」の取組を充実させるため、
　「地域学校運営ブロック協議会（地域学校協働本部）」を支援し、必要に応じ「地域
　学校協働活動推進員」を配置していく。
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年間輸送稼働時間

項　目 令和元年度 平成30年度 平成29年度

年間利用人数

年間運行回数

R1

 事業開始年度 平成 年度

１　対象活動と優先順位
　⑴　小体連・中体連関係の大会及び小中連合音楽会
　⑵　宿泊研修
　⑶　校外学習
　⑷　部活動
　⑸　その他教育長が特に必要と認めたもの
　　　※生徒会リーダー研修会、出雲ドーム2000人の吹奏楽（参加小中学校の送迎）等

２　運行範囲及び利用時間
　⑴　運行範囲：島根県内のみ（運転手の宿泊が伴わないもの）
　⑵　利用時間：午前6時～午後7時

３　保有車両の定員と登録年　※乗車定員に運転手は含まず
　　1号車（43人乗）　平成30年5月登録　　　2号車（46人乗）　平成20年8月登録
　　3号車（46人乗）　平成21年8月登録　　　4号車（46人乗）　平成22年3月登録
　　5号車（45人乗）　平成19年8月登録　　　6号車（28人乗）　平成25年8月登録
　　※１号車は平成29年6月廃止　平成30年更新

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的
 小・中学校における校外学習、学校行事その他学校教育上必要な校外活動において、児
童生徒の輸送手段として学校教育用バスを運行し、学校教育活動の充実と保護者負担の
軽減を図る。

事 業 の 沿 革

　旧平田市で行っていた事業について、市町村合併以降新市へ引き継ぎ実施している。
平成20年8月までは2台体制で平田地域の学校が優先使用していたが、平成20年度から平
成23年度にかけて毎年1台ずつ増車し、現在は6台体制で全市において行っている。
 平成30年9月からは、これまで直営で行っていた運行業務を民間業者へ委託した。

事 業 概 要

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 学校教育用バス運行事業 担当課名 教育政策課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 教育を支える環境の充実 施  策 適正な教育環境の構築
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自

己

評

価

成 果

１　令和元年度の教育用バスの輸送稼働時間（学校発から学校着まで）の合計は、
　5077.6時間であった。各学校へ配分した時間に対する使用率（輸送稼働時間／配分時
　間）は、平成29年度は82.2％、平成30年度は91.5％、令和元年度は91.3％となってお
　り、有効に活用され、校外学習の充実が図られている。

２　経費的には民間バスを借り上げた場合の利用料金を11千円／時間で仮定すると、概
　算で55,854千円となる。単純比較はできないが、24,018千円相当の経費の削減が図ら
　れたと推測できる。

３　平成30年9月から民間運行事業者へ委託したことで、有資格者による運行管理及び
　車両整備管理業務が行われており、更なる安全運行の徹底が図られた。

課 題
　学校からの利用希望日が重複することがあるため、学校の希望を全て満たすことは困
難。特に、大規模校が学年毎に校外学習を実施する場合、一度に複数台（3台から5台）
を必要とするため、バスの配車が難しい。

評 価
　無料で使用できる教育用バスがあることで、学校は保護者負担を考えることなく校外
活動や宿泊研修、部活動など活発な教育活動ができるため、ニーズ及び効果の高い事業
であり継続する。

今後の方向性
１　引き続き、学校教育活動の充実と保護者負担の軽減を図っていく。

２　バス車両の更新も含め、事業のあり方について検討していく。

一般財源

合　計

バスリース料、代替民間バス借上料等

財源内訳
単位：千円

国県支出金

運転手人件費（嘱託員6名、代替臨時1名）

車輌点検、整備、修繕、燃料、保険料、重量税等

運転手旅費（費用弁償、市外出張半日当）

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

運行委託料
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自

己

評

価

成 果

１　令和元年度の教育用バスの輸送稼働時間（学校発から学校着まで）の合計は、
　5077.6時間であった。各学校へ配分した時間に対する使用率（輸送稼働時間／配分時
　間）は、平成29年度は82.2％、平成30年度は91.5％、令和元年度は91.3％となってお
　り、有効に活用され、校外学習の充実が図られている。

２　経費的には民間バスを借り上げた場合の利用料金を11千円／時間で仮定すると、概
　算で55,854千円となる。単純比較はできないが、24,018千円相当の経費の削減が図ら
　れたと推測できる。

３　平成30年9月から民間運行事業者へ委託したことで、有資格者による運行管理及び
　車両整備管理業務が行われており、更なる安全運行の徹底が図られた。

課 題
　学校からの利用希望日が重複することがあるため、学校の希望を全て満たすことは困
難。特に、大規模校が学年毎に校外学習を実施する場合、一度に複数台（3台から5台）
を必要とするため、バスの配車が難しい。

評 価
　無料で使用できる教育用バスがあることで、学校は保護者負担を考えることなく校外
活動や宿泊研修、部活動など活発な教育活動ができるため、ニーズ及び効果の高い事業
であり継続する。

今後の方向性
１　引き続き、学校教育活動の充実と保護者負担の軽減を図っていく。

２　バス車両の更新も含め、事業のあり方について検討していく。

一般財源

合　計

バスリース料、代替民間バス借上料等

財源内訳
単位：千円

国県支出金

運転手人件費（嘱託員6名、代替臨時1名）

車輌点検、整備、修繕、燃料、保険料、重量税等

運転手旅費（費用弁償、市外出張半日当）

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

運行委託料
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＊スタッフ研修会は、放課後子どもプランに基づき、放課後児童クラブと合同実施

しており、H30,R1は特別支援に関する研修会も児童生徒支援課と合同で実施した。

 事業開始年度 平成 年度

１　実施方法：各地区で組織された運営委員会等に事業委託

２　実施場所：小学校の体育館やコミュニティセンターなどの公共施設を基本とする。

３　運営日数：２５０日を上限とし、開催日や開催時間は各教室で計画

４　参加者負担：原則無料（ただし、保険料、材料費等は実費負担）

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的
　子どもたちが放課後を安全安心に過ごし、多様な体験・活動ができるよう、地域住民
等の参画を得て、放課後等にすべての児童を対象として学習や体験・交流などを行う。

事 業 の 沿 革

～平成１８年度　文部科学省の「地域教育力再生プラン」の委託事業を受けて、
　　　　　　　　「出雲市子どもの居場所づくり」として実施
平成１９年度～　「放課後子どもプラン」が創設され、「放課後子ども教室推進事業」
　　　　　　　　として実施
　　　　　　　　「出雲市放課後子どもプラン」の中で「放課後児童クラブ」との
　　　　　　　　連携を推進
平成２１年度　　学校・家庭・地域の連携協力推進事業（国事業）のメニューとして
　　　　　　　　実施
平成２９年度　　「地域学校協働活動推進事業」が開始され、「放課後子ども教室」
　　　　　　　　が地域学校協働活動の一環として位置づけられる。

事 業 概 要

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 放課後子ども教室推進事業 担当課名 教育政策課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

R1

項   目

教室数 21教室 20教室 19教室

延べ実施回数 1,100 回 1,035 回 1,078 回

延べ参加者数 22,983 人 22,605 人 23,486 人

１回あたりの参加者数 20.9 人 21.8 人 21.8 人

コーディネーターの配置 13人 12人 11人

スタッフ研修会の実施* 2回 2回 1回
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合　計

財源内訳
単位：千円

役務費

委託料

国県支出金

一般財源

自

己

評

価

成 果

１　継続が難しい１教室が中止となったが、新たに２教室が開設され２１教室を運営
　することができた。

２　各教室において、地域の特色を生かした体験活動等が積極的に実施され、子ども
　たちの放課後等の生活の充実につながった。

３　事業に参加・参画する地域の大人たちにとって、自分の特技等を生かした自己実
　現の場とすることができ、やりがい・生きがいをもつことにつながった。

課 題

１　子ども教室の偏在（教室未開設の小学校区がある）

２　スタッフの固定化・高齢化により、継続が難しい教室が出てきている。

３　外国にルーツを持つ児童の放課後の居場所など新たなニーズへの対応が求められて
　いる。

評 価

　各子ども教室によって活動の濃淡はあるが、保護者及び小学校からは好評を得てい
る。
　地域の幅広い参画を得て開設されており、地域で子どもたちの成長を支える場として
の役割を果たしている。

今後の方向性

１　放課後子ども教室の各運営委員会と学校や地域との連携がこれまで以上に図られて
　いくよう支援していく。

２　教室によって、活動内容や参加児童数の差が大きいことから、現状の活動状況に配
　慮しつつ、児童のニーズに合わせた活動が提供できるよう支援していく。

３　放課後子ども教室が開設されていない小学校区において、開設ができるよう働きか
　けを行っていく。

４　子ども教室の中には、高校生や大学生を含む若い世代がスタッフとして関わる例も
　見られ始めているため、こうした事例を積極的に周知することで子ども教室の活動が
　継続できるよう支援する。

報償費

需用費

旅費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

補助金負担金及び交付金

-29-



合　計

財源内訳
単位：千円

役務費

委託料

国県支出金

一般財源

自

己

評

価

成 果

１　継続が難しい１教室が中止となったが、新たに２教室が開設され２１教室を運営
　することができた。

２　各教室において、地域の特色を生かした体験活動等が積極的に実施され、子ども
　たちの放課後等の生活の充実につながった。

３　事業に参加・参画する地域の大人たちにとって、自分の特技等を生かした自己実
　現の場とすることができ、やりがい・生きがいをもつことにつながった。

課 題

１　子ども教室の偏在（教室未開設の小学校区がある）

２　スタッフの固定化・高齢化により、継続が難しい教室が出てきている。

３　外国にルーツを持つ児童の放課後の居場所など新たなニーズへの対応が求められて
　いる。

評 価

　各子ども教室によって活動の濃淡はあるが、保護者及び小学校からは好評を得てい
る。
　地域の幅広い参画を得て開設されており、地域で子どもたちの成長を支える場として
の役割を果たしている。

今後の方向性

１　放課後子ども教室の各運営委員会と学校や地域との連携がこれまで以上に図られて
　いくよう支援していく。

２　教室によって、活動内容や参加児童数の差が大きいことから、現状の活動状況に配
　慮しつつ、児童のニーズに合わせた活動が提供できるよう支援していく。

３　放課後子ども教室が開設されていない小学校区において、開設ができるよう働きか
　けを行っていく。

４　子ども教室の中には、高校生や大学生を含む若い世代がスタッフとして関わる例も
　見られ始めているため、こうした事例を積極的に周知することで子ども教室の活動が
　継続できるよう支援する。

報償費

需用費

旅費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

補助金負担金及び交付金
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（放課後学習等支援事業）

（親学プログラム）

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 家庭教育支援事業 担当課名 教育政策課
第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的

（放課後学習等支援事業）
１　　放課後等において、学習支援員による発展的・補充的な学習支援を行うことによ
　　り、児童生徒の学力向上を図る。
２　　放課後等を活用して、学習支援を行うことによって、家庭学習の習慣化を図ると
　　ともに、児童生徒が家庭で過ごす時間を有効に活用できるようにする。

（親学プログラム）
　　参加者同士が交流し、ともに活動することを通して、親としての役割や子どもとの
　かかわり方などを学ぶ「親学プログラム」の普及啓発を行う。

事 業 の 沿 革

（放課後学習等支援事業）
平成２８年度　４中学校区（第三中、向陽中、湖陵中、斐川東中）14校で試験的に実施
平成２９年度　９中学校区（上記のほか　第一中、第二中、河南中、佐田中、大社中）
　　　　　　　３０校において実施
平成３０年度　市内全１４中学校区５０校で実施

（親学プログラム）
平成２９年度　市教委において、県の親学プログラム養成講座修了者の連絡会を立ち上
　　　　　　　げ、保育所、幼稚園、小・中学校やPTAなどが研修に取り組む際の窓口
　　　　　　　となった。

事 業 概 要

（放課後学習等支援事業）
１　内　容　　学習支援員による発展的・補充的な自学自習支援
２　対　象　　学校の募集に対し、応募した児童生徒。
　　　　　　　ただし、学校によって対象学年を絞って募集する場合もある。
３　期　間　　平成３１年４月～令和元年３月
４　回　数　　１会場あたり年間６０回（１回１時間）以内
５　会　場　　各学校の教室等
６　実施方法　市が委嘱する学習支援員が児童生徒の自学自習の支援を行う。
　　　　　　　実施教科、実施時期等は各学校が実情に合わせ決定している。

R1

年度 事業開始年度 平成

（親学プログラム）
　県が開発した親学プログラムの普及啓発を行う。
１　ファシリテーターの養成　親学ファシリテーター養成講座を県や他市町と合同で実施
２　親学プログラムの普及　　保育所、幼稚園、小・中学校やＰＴＡなどへの周知活動
３　プログラム実施の支援　　親学ファシリテーターへの指導・助言
４　連絡会の開催　　　　　　親学ファシリテーターの技術向上を図る情報交換

年度 学　校 実施校数 登録者数 実施回数 延参加者数 出席率

小学校 21校 562人 845回 16,517人

中学校 9校 493人 479回 9,916人

合計 30校 1,055人 1,324回 26,433人

小学校 36校 991人 1,248回 25,343人

中学校 14校 499人 650回 11,835人

合計 50校 1,590人 1,898回 37,178人

小学校 34校 801人 1,116回 20,313人

中学校 14校 512人 639回 13,838人

合計 48校 1,313人 1,755回 33,696人

R１

区　　　分

 ファシリテーター養成講座実施回数 2回 2回 2回

 ファシリテーター養成講座修了者数 62人 60人 47人

 親学プログラム実施件数 30件 31件 37件

 親学プログラム体験者数 823人 1,020人 731人
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R1

 事業開始年度 平成 年度

１　ＩＣＴ機器の整備・更新
 　児童生徒用の教育用パソコンならびに教員用パソコンの更新
     〔設置台数 児童生徒用１，１００台　職員用１，３９３台  合計２，４９３台〕

２　いずもオロチネットの維持管理

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的

　「教職員の事務の効率化により子どもと向き合う時間が確保できるようになる」と
いった教育効果を高めるための環境整備を進める。
　また、地域の未来を担う児童・生徒が進展する高度情報化社会に対応できるよう、情
報利活用能力の向上を図る。

事 業 の 沿 革

　平成１２年２月、教育委員会と旧出雲市内小中学校を結ぶ「いずもオロチネット」の
運用を開始。
　現在、市教育委員会、全小中学校、出雲科学館、教育支援センター（すずらん教室、
コスモス教室、光人塾）、学校給食センター（出雲・平田）、院内学級（島根大学医学
部付属病院・県立中央病院）、ひかわ図書館をイントラネットで結び、情報教育、情報
発信、校務等に活用している。

事 業 概 要

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 情報環境整備事業 担当課名 教育政策課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

過去３年間の機器整備実績
単位

パソコン更新数 台
実物投影機 － － 台
プロジェクター － － 台
無線ＬＡＮ整備 － － 校

区分
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自

己

評

価

成 果

　教職員用端末を各教職員に１台ずつ整備したことで、各々が学習準備や校務処理をす
ることができ、教職員の業務の効率化につながっている。校務支援システムの導入によ
り教職員からは「事務軽減効率化を図ることができた」という声が多く寄せられてい
る。
　また、 各小中学校にパソコン教室を整備し、学習に活用している。総合学習をはじ
め、ＩＣＴを多用途に活用することで、児童生徒の学習への興味・関心が高まってい
る。
　加えて、無線ＬＡＮ環境の整備もしており、学習の場におけるＩＣＴ機器の活用の幅
を広げることができている。

課 題

　教育現場における学習活動において、ＩＣＴの活用は必須となっており、日々進歩す
る情報教育を進めていく上で、継続的にネットワーク回線の増強等のＩＣＴ環境整備を
進める必要がある。
　一方で、ＩＣＴ環境整備が進んでいく中、将来にわたって情報機器の維持管理費の確
保が必要である。

評 価
　学校におけるＩＣＴの環境整備は、教職員の多忙化解消、児童生徒の情報利活用能力
の向上を進めるうえで、有効な事業であり、今後も国の示す方針に沿う形で継続して取
り組んでいく必要がある。

今後の方向性
　学校におけるＩＣＴ環境整備にあたっては、国が示す「ＧＩＧＡスクール構想」や本
市が掲げる「デジタルファースト宣言」を念頭にし、安定した通信環境の整備や個人情
報を守るためのセキュリティの強化を図っていく。

一般財源

合　計

機器賃貸借料

無線ＬＡＮ整備委託料

財源内訳
単位：千円

国県支出金

消耗品

機器等保守、運用支援委託料

通信費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

備品購入費
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自

己

評

価

成 果

　教職員用端末を各教職員に１台ずつ整備したことで、各々が学習準備や校務処理をす
ることができ、教職員の業務の効率化につながっている。校務支援システムの導入によ
り教職員からは「事務軽減効率化を図ることができた」という声が多く寄せられてい
る。
　また、 各小中学校にパソコン教室を整備し、学習に活用している。総合学習をはじ
め、ＩＣＴを多用途に活用することで、児童生徒の学習への興味・関心が高まってい
る。
　加えて、無線ＬＡＮ環境の整備もしており、学習の場におけるＩＣＴ機器の活用の幅
を広げることができている。

課 題

　教育現場における学習活動において、ＩＣＴの活用は必須となっており、日々進歩す
る情報教育を進めていく上で、継続的にネットワーク回線の増強等のＩＣＴ環境整備を
進める必要がある。
　一方で、ＩＣＴ環境整備が進んでいく中、将来にわたって情報機器の維持管理費の確
保が必要である。

評 価
　学校におけるＩＣＴの環境整備は、教職員の多忙化解消、児童生徒の情報利活用能力
の向上を進めるうえで、有効な事業であり、今後も国の示す方針に沿う形で継続して取
り組んでいく必要がある。

今後の方向性
　学校におけるＩＣＴ環境整備にあたっては、国が示す「ＧＩＧＡスクール構想」や本
市が掲げる「デジタルファースト宣言」を念頭にし、安定した通信環境の整備や個人情
報を守るためのセキュリティの強化を図っていく。

一般財源

合　計

機器賃貸借料

無線ＬＡＮ整備委託料

財源内訳
単位：千円

国県支出金

消耗品

機器等保守、運用支援委託料

通信費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

備品購入費
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第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

事 業 の 沿 革

＜保幼小連携＞
　平成１９年度　　　　「出雲市保幼小連携推進委員会」を設置
　平成２０年度　　　　「出雲市保幼小一貫教育基本構想」を策定
　平成２５年度　　　　「保幼小一貫教育」を「保幼小連携」に名称変更
　平成２６年度４月　　「出雲市保幼小連携推進基本計画」を策定
　平成２７年度以降　　「出雲市保幼小交流の日」を全小学校で同日一斉開催
　平成３０年度　　　　「第２期出雲市保幼小連携推進基本計画」を策定

＜小中連携＞
　平成１８・１９年度　モデル校で実践・検証（大社・湖陵・第一中学校区）
　平成１９・２０年度　モデル校で実践・検証（第三・旭丘・佐田・多伎中学校区）
　平成２０年度以降　　市内全小・中学校で実施
　平成２５年度　　　　「小中一貫教育」を「小中連携」に改称

教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 保幼小中連携推進事業 担当課名 学校教育課

 事業開始年度 平成 年度

事 業 の 目 的

　幼児期から学童期への円滑な接続のため、幼児期教育と小学校教育の連携の強化を図
り、保幼小が連携した教育システムを構築することで、全市で統一的な保幼小連携を推
進するとともに、それぞれの教育の質の向上と活性化を図る。
　また、９年間の義務教育期間を見通すことで小・中学校間に存在する段差を低くし、
中学校区で「目指す子ども像」を共有するとともに、学力や学習意欲の向上、生活習慣
の確立、同和教育の推進、特別な支援を必要とする児童生徒の情報共有など、様々な分
野で連携し、楽しい学校・学級づくりを計画的・継続的に支援する体制を整え、それを
支える教員の資質向上を図る。

事 業 概 要

＜保幼小連携＞
　１　出雲市保幼小連携推進委員会
　　　保育所・幼稚園・小学校から各５人の推進委員計１５名を選出し、年間２回（５
　　月・２月）の会議を開催し、各所・園・校の取組の情報共有を図るとともに、今後
　　の取組について検討を行った。
　２　第１期推進基本計画の事業実施
　　⑴　第１期保幼小連携推進基本計画に基づき、保幼小連携担当教職員を対象とする
　　　合同研修会の実施､全小学校での「保幼小交流の日」の同日開催
     （１０月１６日）に取り組んだ。
　　⑵　保幼小連携啓発リーフレットを作成し、就学予定児童世帯へ配付した。
　３　研修会等の実施
　　⑴　保幼小連携合同研修会（８月）
　　　　内容：出雲市保幼小連携推進基本計画の説明、「保幼小交流の日」の活動の
　　　　　　　充実を図るためのワークショップ
　　⑵　年中児発達相談事業及び情報共有
　　　　年中児発達相談支援事業（子ども政策課事業）により、そだちの応援シートを
　　　介して、保幼小で全ての子どもの情報共有を図った。

＜小中連携＞
　１　出雲市小中連携推進委員会
　　　各中学校区から２名の委員（校長）計２８名を選出し、年２回（７月・２月）の
　　会議を開催し、各中学校区の取組の情報共有を図るとともに、今後の取組について
　　検討を行った。
　２　特色ある小中連携推進事業
　　　小中教育の接続を円滑に行うため、教職員や児童生徒の各種交流活動及び小中連
　　携に係る研究活動のうち、特色ある取組の経費を支援した。（全１４中学校区）
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小学校の年間貸出冊数 冊

中学校の年間貸出冊数 冊

学校司書（配置時間の総時間数） 時間

読書ヘルパー（配置時間の総時間数） 時間

項　目 単位 Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

事 業 の 沿 革

平成２０年度　市内全小・中学校に読書ヘルパーを配置
平成２６年度　市内小学校１０校に読書ヘルパーに替えて学校司書を配置
平成２９年度　市内小学校２校に学校司書を追加配置（計１２校配置）
平成３０年度　市内小学校３校に学校司書を追加配置（計１５校配置）
平成３１年度　市内小学校２校に学校司書を追加配置（計１７校配置）

事 業 概 要

１　学校司書の配置
　《配置数》
　　　小学校１７校(１７名）
　《活動内容》
　　　⑴ 調べ学習への学習支援
　　　⑵ 各教科等における学校図書館活用教育の推進
　　　⑶ 各学年部からの要請に応じた図書の選定、準備、確認、調整、評価
　　　⑷ 学習に活用できる公共図書館や他校の学校図書館の図書の把握、リスト作成
　　　⑸ その他、後述する読書ヘルパーの活動内容
　
２　読書ヘルパー（有償ボランティア）の配置
　《配置数》
　　　小学校１７校、中学校１４校　※学校司書配置校以外
　《活動内容》
　　　⑴ 学校のニーズに応じた図書の貸出業務、資料収集、分類、整理
　　　⑵ 計画的な図書の購入や廃棄、修繕
　　　⑶ 児童生徒への本の紹介、アドバイス、リクエスト対応
　　　⑷ 読み聞かせ、ブックトーク
　　　⑸ 図書館便り等の情報提供　など

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的
　学校図書館において本の貸出や返却、書架の整理などを行う学校司書または読書ヘル
パーをすべての小・中学校に配置し、児童生徒の読書活動および図書を活用した学習の
推進を図る。

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 学校図書館活用事業 担当課名 学校教育課

 事業開始年度 平成 年度
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自

己

評

価

成 果
　学校司書及び読書ヘルパーは、各校の司書教諭等と連携しながら、図書資料の管理、
貸出・返却業務、読書推進活動、授業に向けた資料準備等を担っており、児童生徒の読
書活動及び図書を活用した学習の推進に重要な役割を果たしている。

課 題

１　学校司書の配置が一部の小学校（１７校）に限られているため、この配置を全小
　・中学校に拡充していく必要がある。

２　学校司書等の資質向上研修を充実させるとともに、教員との合同研修の実施等に
　より、教員と学校司書等との連携を一層強化する必要がある。

３　蔵書について、学校図書館図書標準を満たしていない学校がある（達成率：小学
　校47.0％(16校)、中学校21.4％(3校)）ため、図書購入費の予算の確保に努める必
　要がある。

４　図書管理ソフトの統一化を図ることで、廃棄を含めた蔵書管理や貸出情報の管理
　の適正化を図る必要がある。

評 価
　学校司書または読書ヘルパーの全校配置は、児童生徒の読書活動推進に高い効果があ
る。

今後の方向性

１　学校図書館を活用した学習の取組を一層推進するために、全小・中学校への学校司
　書配置に向けた検討を行う。

２　学校司書等の資質向上のため、中央図書館学校図書館支援センターと連携し、研修
　の充実を図る。

３　蔵書について、学校図書館図書標準の達成を図るとともに、適正な管理に努める。

指定寄附金
財源内訳
単位：千円

国県支出金

一般財源

基金繰入金（日本の心のふるさと出雲応援基金）

報酬等（学校司書）

謝金（読書ヘルパー）
事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

旅費（学校司書旅費）

図書購入費

合　計
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自

己

評

価

成 果
　学校司書及び読書ヘルパーは、各校の司書教諭等と連携しながら、図書資料の管理、
貸出・返却業務、読書推進活動、授業に向けた資料準備等を担っており、児童生徒の読
書活動及び図書を活用した学習の推進に重要な役割を果たしている。

課 題

１　学校司書の配置が一部の小学校（１７校）に限られているため、この配置を全小
　・中学校に拡充していく必要がある。

２　学校司書等の資質向上研修を充実させるとともに、教員との合同研修の実施等に
　より、教員と学校司書等との連携を一層強化する必要がある。

３　蔵書について、学校図書館図書標準を満たしていない学校がある（達成率：小学
　校47.0％(16校)、中学校21.4％(3校)）ため、図書購入費の予算の確保に努める必
　要がある。

４　図書管理ソフトの統一化を図ることで、廃棄を含めた蔵書管理や貸出情報の管理
　の適正化を図る必要がある。

評 価
　学校司書または読書ヘルパーの全校配置は、児童生徒の読書活動推進に高い効果があ
る。

今後の方向性

１　学校図書館を活用した学習の取組を一層推進するために、全小・中学校への学校司
　書配置に向けた検討を行う。

２　学校司書等の資質向上のため、中央図書館学校図書館支援センターと連携し、研修
　の充実を図る。

３　蔵書について、学校図書館図書標準の達成を図るとともに、適正な管理に努める。

指定寄附金
財源内訳
単位：千円

国県支出金

一般財源

基金繰入金（日本の心のふるさと出雲応援基金）

報酬等（学校司書）

謝金（読書ヘルパー）
事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

旅費（学校司書旅費）

図書購入費

合　計
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中３数学 ％

教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 学力向上推進事業（学力調査実施事業） 担当課名 学校教育課

全国学力調査における
国の平均正答率を100とした場合の

市の正答率
単位

Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

知識活用
一体型

知識/活用 知識/活用

 事業開始年度 平成 年度

事 業 の 目 的

　学習指導要領における各教科の目標や内容に照らした学習の実現状況および学習や生
活に関する意識や実態を客観的に把握することにより、市内小・中学校における学習指
導上の課題やその改善状況を分析し、今後の教育施策の充実および学校における指導の
一層の改善を図る。

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

事 業 の 沿 革

平成１７年度　市学力・学習状況調査の実施（小３、小５、中２を対象に実施）
平成１８年度　島根県学力調査の開始（小３～小６、中１～中３を対象に実施）
平成１９年度　全国学力・学習状況調査の開始（小６、中３を対象に実施）
平成２７年度　島根県学力調査の実施時期の変更（４月から１２月に実施）
平成２８年度　市学力・学習状況調査の再開（小４～小６、中２を対象に実施）
平成３０年度　島根県学力調査の実施学年・教科の変更
　　　　　　　（小５・６、中１・２を対象に実施）

事 業 概 要

＜学力調査の実施学年および実施教科等＞

　１　市学力・学習状況調査　　４月１８日（木）・１９日（金）
 　【小学校】　第４学年　国語、算数、意識調査
 　　　　　　　第５学年　国語、算数、社会、理科、意識調査
 　　　　　　　第６学年　社会、理科
 　【中学校】　第２学年　国語、数学、社会、理科、英語、意識調査

　２　全国学力・学習状況調査　４月１８日（木）
 　【小学校】　第６学年　国語、算数、意識調査
 　【中学校】　第３学年　国語、数学、英語、意識調査

　３　島根県学力調査　　　　１２月１０日（火）
 　【小学校】　第５学年　国語、算数、意識調査
　　　　　　　 第６学年　国語、算数、意識調査
 　【中学校】　第１学年　国語、数学、英語、意識調査
　　　　　　　 第２学年　国語、数学、英語、意識調査

過去３年間の
事 業 実 績

小６国語 ％

小６算数 ％

中３国語 ％
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合　計

１　学習に活用する地域の教育資源(ひと・もの・こと）を学年に振り分け、効果的に
　学習に取り入れる活動が継続されている。
２　地域の方から話を聞いたり、地域に出かけて、直接触れたり、感じたりすることで
　ふるさとの良さに気づくことができたという子どもたちの声を聞くことができた。
３　保護者からの「今後も地域の学習を大切に取り組んでほしい」という肯定的な声
　を、各学校の事業評価でも多く見られるようになった。
４　学習の成果を学習発表会などを通して積極的に発信している学校も多く、保護者・
　地域に学習の取組を伝え、ふるさとの良さを共感する場になっているほか、地域や
　社会をよくするために何をすべきか考える子どもが増えてきている。そのことが、
　地域行事への参加率の増加にもつながっていると考える。
５　地域の人材や素材を学習活動に取り入れることができている。そのことは、講師
　として学習に関わる地域の人にとっても、喜びであり、達成感とともに生きがいに
　なっており、地域の活性化に寄与していると考える。

１　ふるさと教育の学びで高まった子どもたちの意欲や関心を、休日等に開催される
　地域でのイベントや学習機会につなげていけるよう働きかける。

２　地域・保護者・学校と本事業の目的や成果について共通認識を図るために、ふるさ
　と教育の視点を加味した出雲市キャリア教育全体計画・系統表の策定を進める。

ふるさと・キャリア教育支援事業

財源内訳
単位：千円

国県支出金

ふるさと出雲応援基金

一般財源

ふるさと教育推進事業

出雲のキャリア教育支援事業

職場体験学習

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

成　　果

自

己

評

価

課 題

１　市内において、それぞれ地域ごとに、その特性を生かした取組が実施されているが
　地域によって取組に濃淡がある。

２　ふるさと・キャリア教育において目指す方向性を示す指針等がなく、自校での取組
　を評価しにくい面がある。

評 価
　本事業は、子どもたちがふるさとのよさに気づき、地域への貢献意識を高めることが
できるほか、地域の活性化にも寄与しているといえることから、一極集中化・人口減少
の時代に、ふるさとに誇りをもって定住できる人材を育成することにつながっている。

今後の方向性

全国学力調査から Ｒ１ Ｈ３０ Ｈ２９

小学６年生

中学３年生

小学６年生

中学３年生

今住んでいる地域の行事に参加し
ている

地域や社会をよくするために何を
すべきかを考えることがある。

全国学力調査から Ｒ１ Ｈ３０ Ｈ２９

小学６年生

中学３年生

小学６年生

中学３年生

今住んでいる地域の行事に参
加している

地域や社会をよくするために
何をすべきかを考えることがあ
る。
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合　計

１　学習に活用する地域の教育資源(ひと・もの・こと）を学年に振り分け、効果的に
　学習に取り入れる活動が継続されている。
２　地域の方から話を聞いたり、地域に出かけて、直接触れたり、感じたりすることで
　ふるさとの良さに気づくことができたという子どもたちの声を聞くことができた。
３　保護者からの「今後も地域の学習を大切に取り組んでほしい」という肯定的な声
　を、各学校の事業評価でも多く見られるようになった。
４　学習の成果を学習発表会などを通して積極的に発信している学校も多く、保護者・
　地域に学習の取組を伝え、ふるさとの良さを共感する場になっているほか、地域や
　社会をよくするために何をすべきか考える子どもが増えてきている。そのことが、
　地域行事への参加率の増加にもつながっていると考える。
５　地域の人材や素材を学習活動に取り入れることができている。そのことは、講師
　として学習に関わる地域の人にとっても、喜びであり、達成感とともに生きがいに
　なっており、地域の活性化に寄与していると考える。

１　ふるさと教育の学びで高まった子どもたちの意欲や関心を、休日等に開催される
　地域でのイベントや学習機会につなげていけるよう働きかける。

２　地域・保護者・学校と本事業の目的や成果について共通認識を図るために、ふるさ
　と教育の視点を加味した出雲市キャリア教育全体計画・系統表の策定を進める。

ふるさと・キャリア教育支援事業

財源内訳
単位：千円

国県支出金

ふるさと出雲応援基金

一般財源

ふるさと教育推進事業

出雲のキャリア教育支援事業

職場体験学習

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

成　　果

自

己

評

価

課 題

１　市内において、それぞれ地域ごとに、その特性を生かした取組が実施されているが
　地域によって取組に濃淡がある。

２　ふるさと・キャリア教育において目指す方向性を示す指針等がなく、自校での取組
　を評価しにくい面がある。

評 価
　本事業は、子どもたちがふるさとのよさに気づき、地域への貢献意識を高めることが
できるほか、地域の活性化にも寄与しているといえることから、一極集中化・人口減少
の時代に、ふるさとに誇りをもって定住できる人材を育成することにつながっている。

今後の方向性

全国学力調査から Ｒ１ Ｈ３０ Ｈ２９

小学６年生

中学３年生

小学６年生

中学３年生

今住んでいる地域の行事に参加し
ている

地域や社会をよくするために何を
すべきかを考えることがある。

全国学力調査から Ｒ１ Ｈ３０ Ｈ２９

小学６年生

中学３年生

小学６年生

中学３年生

今住んでいる地域の行事に参
加している

地域や社会をよくするために
何をすべきかを考えることがあ
る。
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教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 総合的学習推進事業 担当課名 学校教育課

 事業開始年度 平成 年度

事 業 の 目 的

１　市内小・中学校で「総合的な学習の時間」を実施するにあたり、学習や活動経費の
　一部を支援し、「総合的な学習」の充実を図る。

２　小学校中・高学年向けの社会科副読本「わたしたちの出雲市」を作成し、教科書で
　学んだことをより身近なものとして捉えられる教材として活用することで、主体的な
　学びの推進を図る。

３　中学生が市政について学び、市政への意見表明が行える場としての中学生議会を開
　催し、市政への広い関心と問題意識を持ち、課題解決への提言が行える人材の育成を
　図るとともに、主権者意識の高揚を図る。

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 確かな学力の定着と向上

事 業 の 沿 革

平成１８年度　小学校社会科副読本　発行
　　　　　　　（改訂：平成２１年度・２６年度・２９年度・３１年度）
平成２４年度　第１回中学生議会開催（以後、毎年開催）
平成３１年度　新小学校社会科等副読本　発行
令和　元年度　小学校社会科等副読本　小改訂

事 業 概 要

１　総合的学習等への支援
　⑴　「総合的な学習の時間」等で行う活動
　　①　地域講師を招いての様々な体験学習
　　②　地域の方に話を聞いたり、地域の自然に触れるなど、多様なふるさと学習
　⑵　宿泊を伴う校外活動
　　①　県立少年自然の家（江津）
　　②　県立青少年の家（小境町）
　　③　国立三瓶青少年交流の家（大田）

２　社会科等副読本の小改訂
　⑴　構　　成　小学校社会科等副読本編集検討委員会委員（小学校教員）１０名
　⑵　実施回数　２回
　⑶　内　　容　編集・校正
　⑷　方　　針　平成３１年度に発行した新副読本について、教科書改訂への対応
　　　　　　　　及び統計データの更新を行う。

３　中学生議会の開催
　⑴　事前市政説明会・議会勉強会　令和元年８月６日（火）　※各中学校３名
　⑵　中学生議会　　　令和元年１１月１２日（火）　※各中学校２名及び議長２名

過去３年間の
事 業 実 績

項目 単位 Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

学習に招いた地域講師の人数 人

地域と中学校の文化部活動支援活用校 校

放射線教育支援活用校
（旧原子力・エネルギー教育） 校
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

社会科等副読本作成

財源内訳
単位：千円

基金繰入金(日本の心ふるさといずも応援基金）

放射線教育支援事業補助金（県10/10）

総合的な学習の時間支援

地域と中学校文化部活動支援

放射線教育（旧原子力・エネルギー教育）

中学生議会

合　計

地域と中学校の文化部活動支援事業交付金

一般財源

自

己

評

価

成 果

１　総合的な学習等の時間に、地域講師を招くなど、出雲市や各地域の自然、歴史及び
　文化などについて学ぶことで郷土への愛着を深めることができた。

２　小学校社会科等副読本は、教科書改訂対応及び統計データ更新を行ったことによ
　り、社会科学習に活用できるものとなった。さらに、修学旅行等で「出雲の魅力を他
　県の人に紹介する」活動など、総合的な学習の時間等で活用できるものとなった。

３　中学生議会を通じて、中学生の市政への関心を高めるとともに、将来の出雲市を担
　うリーダーとなる人材の育成に資することができた。

課 題

１　小学校外国語の教科化等、新しい科目の授業数の確保や、限られた予算配当での実
　施などの理由により、校外での体験活動（特にバス利用を伴う活動）に制約がある。

２　統計データ更新を行う必要がある。

３　中学生議会に臨むにあたって、より多くの生徒が市施策について考え、ふるさとの
　課題の発見やその解決方法について主体的に学ぶ機会となるよう事前・事後学習の工
　夫が必要である。

評 価

１　市や各地域の自然、歴史、文化などについて学ぶことで郷土への愛着を深め、心豊
　かな児童生徒の育成を図るため、一層充実させる必要がある。

２　社会科等副読本は、全小学校で活用されている。今後も、児童が本市の特色や良さ
　を学び、ふるさと出雲への関心や愛着を持つことができるよう、事業継続する必要が
　ある。

３　市政について考える良い機会となっている。実際の市政へも何らかの形で提案の約
　50％が反映されているので、やりがいを持つことができる。

今後の方向性

１　引き続き、地域の文化や伝統に触れたり、体験的な活動といった多様な学びの場と
　なる総合的な学習の時間等を充実させ、郷土への愛着と身の回りの様々な課題を見つ
　けそれを解決していくための力をもった心豊かな児童生徒の育成を図る。

２　次期教科書改訂（令和５年度）まで編集委員会事業は休止とするが、毎年小学校３
　年生に配付を行う。

３　事前・事後学習の工夫について提案し、引き続き中学生議会を実施し、市政への関
　心を高める。
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

社会科等副読本作成

財源内訳
単位：千円

基金繰入金(日本の心ふるさといずも応援基金）

放射線教育支援事業補助金（県10/10）

総合的な学習の時間支援

地域と中学校文化部活動支援

放射線教育（旧原子力・エネルギー教育）

中学生議会

合　計

地域と中学校の文化部活動支援事業交付金

一般財源

自

己

評

価

成 果

１　総合的な学習等の時間に、地域講師を招くなど、出雲市や各地域の自然、歴史及び
　文化などについて学ぶことで郷土への愛着を深めることができた。

２　小学校社会科等副読本は、教科書改訂対応及び統計データ更新を行ったことによ
　り、社会科学習に活用できるものとなった。さらに、修学旅行等で「出雲の魅力を他
　県の人に紹介する」活動など、総合的な学習の時間等で活用できるものとなった。

３　中学生議会を通じて、中学生の市政への関心を高めるとともに、将来の出雲市を担
　うリーダーとなる人材の育成に資することができた。

課 題

１　小学校外国語の教科化等、新しい科目の授業数の確保や、限られた予算配当での実
　施などの理由により、校外での体験活動（特にバス利用を伴う活動）に制約がある。

２　統計データ更新を行う必要がある。

３　中学生議会に臨むにあたって、より多くの生徒が市施策について考え、ふるさとの
　課題の発見やその解決方法について主体的に学ぶ機会となるよう事前・事後学習の工
　夫が必要である。

評 価

１　市や各地域の自然、歴史、文化などについて学ぶことで郷土への愛着を深め、心豊
　かな児童生徒の育成を図るため、一層充実させる必要がある。

２　社会科等副読本は、全小学校で活用されている。今後も、児童が本市の特色や良さ
　を学び、ふるさと出雲への関心や愛着を持つことができるよう、事業継続する必要が
　ある。

３　市政について考える良い機会となっている。実際の市政へも何らかの形で提案の約
　50％が反映されているので、やりがいを持つことができる。

今後の方向性

１　引き続き、地域の文化や伝統に触れたり、体験的な活動といった多様な学びの場と
　なる総合的な学習の時間等を充実させ、郷土への愛着と身の回りの様々な課題を見つ
　けそれを解決していくための力をもった心豊かな児童生徒の育成を図る。

２　次期教科書改訂（令和５年度）まで編集委員会事業は休止とするが、毎年小学校３
　年生に配付を行う。

３　事前・事後学習の工夫について提案し、引き続き中学生議会を実施し、市政への関
　心を高める。
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同和教育啓発指導員の学校訪問（回）

人権作文･ポスター応募率（％）　※学校数

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 差別解消に向けた教育の推進

事 業 の 沿 革

　昭和５５年度　出雲市教育委員会社会教育課社会同和教育係を設置
　昭和５７年度　出雲市教育委員会に同和教育室を設置
　平成　３年度　同和教育課に改組
　平成１３年度　同和教育課と同和対策課を人権同和対策課に改組。
　　　　　　　　学校同和教育を学校教育課に移管
　平成１９年度　「出雲市人権施策推進基本方針」を策定         ※市・市教委で策定
　平成２４年度　「出雲市人権施策推進基本方針」第一次改定　　 ※市・市教委で改定
  平成２９年度　「出雲市人権施策推進基本方針」第二次改定　　 ※市・市教委で改定

教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 学校同和教育推進事業 担当課名 学校教育課

項　目 Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

 事業開始年度 平成 年度

事 業 の 目 的
　教職員の人権意識の高揚と、同和教育を基底に据えた教育活動の推進を図り、同和問
題をはじめとするあらゆる人権問題の解決をめざそうとする意欲と実践力をもった児童
生徒を育成する。

事 業 概 要

１　研修会及び講演会の開催
　⑴　保育所長・幼稚園長・小中学校長人権・同和教育研修会　　 参加者 88人
　⑵　第1回小・中学校人権・同和教育主任研修会     　　 　　　参加者 53人
　⑶　同和教育講演会　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　参加者635人
　⑷　転入・新任等教職員同和教育研修会　　　   　　　　　　　参加者121人
　⑸　第2回小・中学校人権・同和教育主任研修会　　　　 　　　 参加者 51人

２　同和教育啓発指導員の派遣指導等
　　学校教育課に２名、人権同和政策課に５名、計７名の指導員を配置。
　　年度当初と年度末に学校訪問を行い、校内推進体制の確認と指導助言を行った。
　　また、校内研修や同和問題学習の研究授業の指導助言を行った。（延べ212回）

３　人権・同和教育推進員の活動
　　市内の小学校４校と中学校４校の計８名の教員を人権・同和教育推進員に任命。
　　地域の人権・同和教育の推進にあたった。

４　同和問題学習小中一貫カリキュラムの見直し
　　中学校区ごとにカリキュラムの見直しを行い、全ての小・中学校で一貫カリキュ
　ラムに基づいた同和問題学習を実施し、授業研究を行った。（全１４校区）

５　保護者・地域への啓発推進
　⑴　各学校での授業公開
　⑵　人権・同和教育だよりの発行
　⑶　人権作文、人権ポスターの作成（応募総数：作文157点、ポスター203点）
　⑷　人権・同和教育啓発資料「こころつないで」の配布

過去３年間の
事 業 実 績
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旅費（研修講師・指導員・推進員旅費）

需用費（人権作文ポスター集・カレンダー・パンフレット）

自

己

評

価

成 果

１　各保育所・幼稚園・小・中学校の教職員を対象とする研修の開催や、同和教育啓発
　指導員を全小・中学校に派遣しての校内研修や授業研究を行うことで、児童生徒や教
　職員の人権意識の高揚を図ることができた。

２　同和問題学習については、全小・中学校で近隣の幼稚園、小中学校などに公開し、
　中学校校区での研修とすることができた。

３　人権・同和教育主任対象として、日本語指導を必要とする児童生徒への支援に係る
　研修を行ったことで、多文化共生社会の実現に向け、全学校で組織的な理解教育の推
　進が図れた。

課 題

１　人権・同和教育に係る各種事業の取組により、人権意識の高揚や同和問題解決に向
　けた意識啓発が進んでいるものの、様々な人権課題が現存している。こうした人権・
　同和問題の解決に向けて、児童・生徒の実践力を培う活動の更なる充実を図っていく
　必要がある。

２　部落差別・同和問題についての現存認識が薄い教職員が増えているので、「差別の
　現実に学ぶ研修」等の充実を図り、様々な機会を捉えた啓発が必要である。

評 価

１　同和教育啓発指導員の学校訪問や派遣をとおして、研修や授業研究の推進が図られ
　る等、教職員の人権意識の高揚に有効であった。

２　中学校区での同和問題学習の研究授業の取り組みは、相互の取組について理解が進
　み、一貫した指導の充実が図れた。その結果、児童生徒の同和問題の認識を高めると
　ともに、人権意識の高揚にも効果があった。

今後の方向性

１　管理職、人権・同和教育主任等を対象とする研修会や、同和教育啓発指導員による
　訪問指導を通して、全ての児童生徒と教職員の人権意識の更なる高揚や指導力の向上
　を図る。

２　保育所・幼稚園・小・中学校が連携して人権・同和教育に取り組めるように、中学
　校校区での研修を充実させる。

３　学習指導要領改訂に伴い、同和問題学習の小中一貫カリキュラムの見直しを図り、
　授業実践を積み重ねていく。

財源内訳
単位：千円

県支出金（人権教育研究指定校事業委託金）

一般財源

負担金

合　計

使用料（視察研修バス代）

人件費（同和教育啓発指導員）

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

報償費（研修講師謝金・コンクール表彰費）

備品購入費（研修用ＤＶＤ）
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旅費（研修講師・指導員・推進員旅費）

需用費（人権作文ポスター集・カレンダー・パンフレット）

自

己

評

価

成 果

１　各保育所・幼稚園・小・中学校の教職員を対象とする研修の開催や、同和教育啓発
　指導員を全小・中学校に派遣しての校内研修や授業研究を行うことで、児童生徒や教
　職員の人権意識の高揚を図ることができた。

２　同和問題学習については、全小・中学校で近隣の幼稚園、小中学校などに公開し、
　中学校校区での研修とすることができた。

３　人権・同和教育主任対象として、日本語指導を必要とする児童生徒への支援に係る
　研修を行ったことで、多文化共生社会の実現に向け、全学校で組織的な理解教育の推
　進が図れた。

課 題

１　人権・同和教育に係る各種事業の取組により、人権意識の高揚や同和問題解決に向
　けた意識啓発が進んでいるものの、様々な人権課題が現存している。こうした人権・
　同和問題の解決に向けて、児童・生徒の実践力を培う活動の更なる充実を図っていく
　必要がある。

２　部落差別・同和問題についての現存認識が薄い教職員が増えているので、「差別の
　現実に学ぶ研修」等の充実を図り、様々な機会を捉えた啓発が必要である。

評 価

１　同和教育啓発指導員の学校訪問や派遣をとおして、研修や授業研究の推進が図られ
　る等、教職員の人権意識の高揚に有効であった。

２　中学校区での同和問題学習の研究授業の取り組みは、相互の取組について理解が進
　み、一貫した指導の充実が図れた。その結果、児童生徒の同和問題の認識を高めると
　ともに、人権意識の高揚にも効果があった。

今後の方向性

１　管理職、人権・同和教育主任等を対象とする研修会や、同和教育啓発指導員による
　訪問指導を通して、全ての児童生徒と教職員の人権意識の更なる高揚や指導力の向上
　を図る。

２　保育所・幼稚園・小・中学校が連携して人権・同和教育に取り組めるように、中学
　校校区での研修を充実させる。

３　学習指導要領改訂に伴い、同和問題学習の小中一貫カリキュラムの見直しを図り、
　授業実践を積み重ねていく。

財源内訳
単位：千円

県支出金（人権教育研究指定校事業委託金）

一般財源

負担金

合　計

使用料（視察研修バス代）

人件費（同和教育啓発指導員）

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1 Ｈ30 Ｈ29

報償費（研修講師謝金・コンクール表彰費）

備品購入費（研修用ＤＶＤ）
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

備品購入

財源内訳
単位：千円

国県支出金

バス運行業務委託費

　AVｼｽﾃﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙ化機器賃貸借

白衣クリーニング代等

学習材料、教材費

科学グランプリレプリカ代等

Ｈ30 Ｈ29

一般財源

繰入金等

合　計

自

己

評

価

成 果

１　アンケートでは、児童生徒の９９.３％が頑張って(小)または進んで(中)科学館学習
　に取り組むことが「できた」「だいたいできた」と、引率教員の９９.３％が、科学館
　学習が「効果的だった」「やや効果的だった」と回答している。

２　県及び全国規模の科学作品展において多数入賞した。
　(1)県科学作品展：県知事賞や教育研究会長賞など、２３点の入選作品のうち６点を出
　　雲市の児童生徒が占めた。
　(2)全国規模の受賞
　　全国児童生徒才能開発コンテスト科学部門　財団理事長賞1点、財団科学省1点
　　科学の芽賞　1点

３　市内高校生が全国高等学校総合文化祭で最優秀賞の文部科学大臣賞を受賞した。

課 題
　県から４人の理科教員を配置してもらい、市の教員２名、講師３名で理科学習を実施
しているが、ギリギリの体制であり、最低でも現在の指導体制を維持していく必要があ
る。

評 価

　児童生徒の知的好奇心を高めることや問題解決能力の向上につながっており、その成
果は、単に理科学習にとどまらず、他の教科への波及効果も大きい。教員への研修も含
め、事業効果は高いと考える。よって、今後も現状のまま事業を継続していく必要があ
る。

今後の方向性

１　科学館での理科学習をとおして理科好きな児童・生徒を増やし、科学への興味・関
　心を高める。

２　県及び全国規模の科学作品展に応募しようとする意欲ある児童生徒の増加と受賞の
　増加を目指す。

３　理科の指導に携わる学校の教員に対して支援を行うとともに、資質向上のための研
　修を実施し、市全体の理科教育の振興を図る。

４　理科学習・教員研修実施にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策を取り、
　安心して学習・研修を行える環境を整える。
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

備品購入

財源内訳
単位：千円

国県支出金

バス運行業務委託費

　AVｼｽﾃﾑﾃﾞｼﾞﾀﾙ化機器賃貸借

白衣クリーニング代等

学習材料、教材費

科学グランプリレプリカ代等

Ｈ30 Ｈ29

一般財源

繰入金等

合　計

自

己

評

価

成 果

１　アンケートでは、児童生徒の９９.３％が頑張って(小)または進んで(中)科学館学習
　に取り組むことが「できた」「だいたいできた」と、引率教員の９９.３％が、科学館
　学習が「効果的だった」「やや効果的だった」と回答している。

２　県及び全国規模の科学作品展において多数入賞した。
　(1)県科学作品展：県知事賞や教育研究会長賞など、２３点の入選作品のうち６点を出
　　雲市の児童生徒が占めた。
　(2)全国規模の受賞
　　全国児童生徒才能開発コンテスト科学部門　財団理事長賞1点、財団科学省1点
　　科学の芽賞　1点

３　市内高校生が全国高等学校総合文化祭で最優秀賞の文部科学大臣賞を受賞した。

課 題
　県から４人の理科教員を配置してもらい、市の教員２名、講師３名で理科学習を実施
しているが、ギリギリの体制であり、最低でも現在の指導体制を維持していく必要があ
る。

評 価

　児童生徒の知的好奇心を高めることや問題解決能力の向上につながっており、その成
果は、単に理科学習にとどまらず、他の教科への波及効果も大きい。教員への研修も含
め、事業効果は高いと考える。よって、今後も現状のまま事業を継続していく必要があ
る。

今後の方向性

１　科学館での理科学習をとおして理科好きな児童・生徒を増やし、科学への興味・関
　心を高める。

２　県及び全国規模の科学作品展に応募しようとする意欲ある児童生徒の増加と受賞の
　増加を目指す。

３　理科の指導に携わる学校の教員に対して支援を行うとともに、資質向上のための研
　修を実施し、市全体の理科教育の振興を図る。

４　理科学習・教員研修実施にあたっては、新型コロナウイルス感染予防対策を取り、
　安心して学習・研修を行える環境を整える。
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教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 科学館生涯学習事業 担当課名 出雲科学館

 事業開始年度 平成 年度

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 「生きる力」の育成 施  策 科学館理科学習等の推進

事 業 の 目 的
　各種の実験・ものづくり教室や、イベント、企画展等の開催を通して、新たな発見や
感動を共有していくことで、市民の科学技術に関する興味や知識を高めて知識や技術の
向上を促し、本市の人材育成を図る。

事 業 の 沿 革
　平成１４年７月の開館以降、継続して、各種の実験やものづくり教室、イベント、企
画展等を実施している。

事 業 概 要

　土・日曜日や祝日、夏季休業期間中などに、主に子どもたちを対象とする実験やもの
づくり教室等を開催した。このほか、幅広い年齢層を対象とした企画展、講演会、サイ
エンスショー、科学講座、３Ｄ映画・プラネタリウム上映等を実施した。ほかに、年々
来館が増加傾向にある幼児に対し、常設する展示装置や木育ひろば等の活用を行った。

　　　　【分類】　　　　　　　　　　　　　　　　【種類】　　　【開催回数】
１　サイエンスショー　　　　　　　　　　　　　　　５種類　　　　　２６回
２　チャレンジ！教室　　　　　　　　　　　　　　４５種類　　　　５１３回
３　なるほど！教室　　　　　　　　　　　　　　　１３種類　　　　　３１回
４　レベルアップ☆サイエンス　　　　　　　　　　　４種類　　　　　１８回
５　クラブ系講座　　　　　　　　　　　　　　　　　９種類　　　　　６３回
６　その他各種教室　　　　　　　　　　　　　　　３３種類　　　　　９５回
７　３Ｄ映画・プラネタリウム　　　　　　　　　　　２種類　　　　７７８回
８　企画展・講演会　　　　　　　　　　　　　　　２８種類　　  　　２８回

過去３年間の
事 業 実 績

57,754人

164,637人

61,811人

170,207人

教室等参加者数

科学館来館者数

58,335人

157,560人

項　目
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

科学の祭典補助金

合　計

教室等開催に係る材料費等

財源内訳
単位：千円

各種教室等参加者負担金

外部講師招聘経費

Ｈ30 Ｈ29

保険料、機材等運送料等

その他（バス借上げ等）

講演会協賛寄付金

一般財源

自

己

評

価

成 果

１　教室等参加者は延べ57,754人、来館者は164,637人を数えた。年度途中までは、
　過去最高の数字が見込まれる人数で推移していたが、全国的なコロナウイルス感染
　拡大により、年度末は事業を中止または縮小したため、この数字に留まった。

２　教室参加者のアンケートでは、99％が「とても良かった」「良かった」と回答し
　ている。

課 題

１　新型コロナウイルス感染予防対策を取り、来館者が安心して科学館を利用できる
　環境を整えながら事業を実施していく必要がある。

２　常設展示物や映像が老朽化しており、今後も計画的に更新する必要がある。

３　幅広い年齢層にバランスよく対応した生涯学習の機会や場の提供を、より工夫し
　て実施する必要がある。

評 価

　市民の科学技術に関する興味や知識を高めることに対して一定の成果があっており、
事業効果は高いと考えるが、設備の老朽化などの課題もある。新型コロナウイルス感染
予防対策を取りながら、設備をより学習効果の高いものへ更新するとともに、教室等の
内容の充実をより一層図り、事業を継続していく必要がある。

今後の方向性

１　新型コロナウイルス感染予防対策を取りながら、館運営を行う。

２　幅広い年齢層やレベルに応じた、様々なジャンルの教室をバランスよく開催する。

３　関心や話題性の高いテーマでの企画展や講演会等をタイムリーに開催する。

４　新たなニーズを発掘するとともに、より効果的な情報発信を行う。
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

科学の祭典補助金

合　計

教室等開催に係る材料費等

財源内訳
単位：千円

各種教室等参加者負担金

外部講師招聘経費

Ｈ30 Ｈ29

保険料、機材等運送料等

その他（バス借上げ等）

講演会協賛寄付金

一般財源

自

己

評

価

成 果

１　教室等参加者は延べ57,754人、来館者は164,637人を数えた。年度途中までは、
　過去最高の数字が見込まれる人数で推移していたが、全国的なコロナウイルス感染
　拡大により、年度末は事業を中止または縮小したため、この数字に留まった。

２　教室参加者のアンケートでは、99％が「とても良かった」「良かった」と回答し
　ている。

課 題

１　新型コロナウイルス感染予防対策を取り、来館者が安心して科学館を利用できる
　環境を整えながら事業を実施していく必要がある。

２　常設展示物や映像が老朽化しており、今後も計画的に更新する必要がある。

３　幅広い年齢層にバランスよく対応した生涯学習の機会や場の提供を、より工夫し
　て実施する必要がある。

評 価

　市民の科学技術に関する興味や知識を高めることに対して一定の成果があっており、
事業効果は高いと考えるが、設備の老朽化などの課題もある。新型コロナウイルス感染
予防対策を取りながら、設備をより学習効果の高いものへ更新するとともに、教室等の
内容の充実をより一層図り、事業を継続していく必要がある。

今後の方向性

１　新型コロナウイルス感染予防対策を取りながら、館運営を行う。

２　幅広い年齢層やレベルに応じた、様々なジャンルの教室をバランスよく開催する。

３　関心や話題性の高いテーマでの企画展や講演会等をタイムリーに開催する。

４　新たなニーズを発掘するとともに、より効果的な情報発信を行う。
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項　目 単位 Ｒ1 Ｈ30

特別支援学級合同学習活動費

合　計

補助金等（情緒障がい児等発達支援事業）

教育支援委員会審議件数 件

謝金・旅費（各種委員、研修会講師）

過去３年間の
事 業 実 績

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

委託料（ｽｸｰﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ等）

財 源 内 訳
単位：千円

人件費（指導員等）

一般財源

国県支出金

自

己

評

価

成 果

 1　特別支援教育指導員や通級指導教室指導委員の配置により、学校訪問や個別の相談
　を実施し特別な支援を必要とする児童生徒の支援体制の充実が図られている。また、
　全ての児童生徒にとって過ごしやすい学校づくりにつながっている。

２　通級指導ヘルパーの配置により、通級指導の充実につながっている。

３　心理相談員の複数配置により、教育支援委員会に必要な発達検査に対し適切に対応
　できている。

４　教員等対象の特別支援教育に関する市の実態に応じた研修を計画的に行うことによ
　り、資質向上につながっている。

５　市役所の関係課と連携し、市全体で保幼小の情報共有を行ったり、中学校区内の小
　中学校間の連携や情報共有を行ったりすることにより、すべての子どもが円滑に就学
　できるようになってきている。

課 題

１　特別な支援を必要とする児童生徒への早期からの継続した支援を行うため、就学前
　からの支援体制の充実が求められている。

２　通常学級において、個別の支援が必要な児童生徒が増加しており、教員の特別支援
　教育の視点を持った指導がより一層求められている。

３　学習障がい児に対する認知や支援方法についての理解が十分にできていない。

評 価

１　発達検査や学校訪問を通して一人一人の状況を把握し、教育支援委員会での適切な
　審議につなげることができている。

２　保幼小中間での情報共有を行い、円滑な就学につなげることができている。

３　わくわく相談や担当別の研修会を実施することで教員の資質の向上と学校内の支援
　体制の充実につながっている。

今後の方向性

１　医療や福祉との連携をさらに深め、個に応じた継続した支援の充実を目指す。

２　保幼の円滑な就学や保幼小の情報共有、福祉との連携を進めていくうえで、教育・
　発達支援センター（仮称）の設置に向けた検討を進める。

３　教職員の学習障がい児に対しての認知の方法や効果的な指導方法について理解を深
　め、技能を高めていく。

４　出雲医療看護専門学校と連携し言語聴覚士学科の専任教員による助言を受ける制度
　を継続する。

５　通級指導の充実を図るため、担当者の複数配置を県に要望する。

需用費・役務費・備品費（検査用紙、器具）

使用料

Ｈ29

わくわく相談会の対象児童生徒数 人

わくわく相談会の実施校数 校

通級による指導を受けた児童生徒数 人

スクールアドバイザー事業利用件数 件

負担金

発達支援プログラム作成・指導補助件数 件

令和元年度　心理相談員による発達検査実施回数
項目 就学前 小学校 中学校 合計

心理相談員１
心理相談員２

合計
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項　目 単位 Ｒ1 Ｈ30

特別支援学級合同学習活動費

合　計

補助金等（情緒障がい児等発達支援事業）

教育支援委員会審議件数 件

謝金・旅費（各種委員、研修会講師）

過去３年間の
事 業 実 績

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

委託料（ｽｸｰﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ等）

財 源 内 訳
単位：千円

人件費（指導員等）

一般財源

国県支出金

自

己

評

価

成 果

 1　特別支援教育指導員や通級指導教室指導委員の配置により、学校訪問や個別の相談
　を実施し特別な支援を必要とする児童生徒の支援体制の充実が図られている。また、
　全ての児童生徒にとって過ごしやすい学校づくりにつながっている。

２　通級指導ヘルパーの配置により、通級指導の充実につながっている。

３　心理相談員の複数配置により、教育支援委員会に必要な発達検査に対し適切に対応
　できている。

４　教員等対象の特別支援教育に関する市の実態に応じた研修を計画的に行うことによ
　り、資質向上につながっている。

５　市役所の関係課と連携し、市全体で保幼小の情報共有を行ったり、中学校区内の小
　中学校間の連携や情報共有を行ったりすることにより、すべての子どもが円滑に就学
　できるようになってきている。

課 題

１　特別な支援を必要とする児童生徒への早期からの継続した支援を行うため、就学前
　からの支援体制の充実が求められている。

２　通常学級において、個別の支援が必要な児童生徒が増加しており、教員の特別支援
　教育の視点を持った指導がより一層求められている。

３　学習障がい児に対する認知や支援方法についての理解が十分にできていない。

評 価

１　発達検査や学校訪問を通して一人一人の状況を把握し、教育支援委員会での適切な
　審議につなげることができている。

２　保幼小中間での情報共有を行い、円滑な就学につなげることができている。

３　わくわく相談や担当別の研修会を実施することで教員の資質の向上と学校内の支援
　体制の充実につながっている。

今後の方向性

１　医療や福祉との連携をさらに深め、個に応じた継続した支援の充実を目指す。

２　保幼の円滑な就学や保幼小の情報共有、福祉との連携を進めていくうえで、教育・
　発達支援センター（仮称）の設置に向けた検討を進める。

３　教職員の学習障がい児に対しての認知の方法や効果的な指導方法について理解を深
　め、技能を高めていく。

４　出雲医療看護専門学校と連携し言語聴覚士学科の専任教員による助言を受ける制度
　を継続する。

５　通級指導の充実を図るため、担当者の複数配置を県に要望する。

需用費・役務費・備品費（検査用紙、器具）

使用料

Ｈ29

わくわく相談会の対象児童生徒数 人

わくわく相談会の実施校数 校

通級による指導を受けた児童生徒数 人

スクールアドバイザー事業利用件数 件

負担金

発達支援プログラム作成・指導補助件数 件

令和元年度　心理相談員による発達検査実施回数
項目 就学前 小学校 中学校 合計

心理相談員１
心理相談員２

合計
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自

己

評

価

成 果
　特別支援教育補助者及び特別支援介助者の配置により、特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒の実態に応じたきめ細かな支援を行うことができている。また、学校の支援
体制の充実により、対象児童生徒が落ち着いて学校生活を送ることができている。

課 題

１　特別な支援を必要とする児童生徒が増加する中、学校からの要望も増加している。
　また、年度途中の転入等で特別支援教育補助者の配置が必要となった場合、人材の確
　保が難しい。

２　日本語指導を必要としている児童生徒の増加に伴い、発達に課題のある児童生徒も
　増加しており、対応が難しくなっている。

評 価
　対象の児童生徒や学校にとって、特別支援教育補助者の果たしている役割は大きい。
また、介助を必要とする児童生徒は、特別支援介助者の支援により学校生活への適応に
つながっいる。

今後の方向性

１　特別支援教育補助者及び特別支援介助者の配置を維持し支援が必要な児童生徒への
　支援を、今後も継続していく。

２　県に対し特別支援教育にかかる県の非常勤講師の増員等について強く要望してい
　く。

３　研修において、特別支援教育補助者及び特別支援介助者と教職員との情報共有、連
　携の仕方等について、学校間で情報共有していく。

一般財源

負担金

「日本の心のふるさと出雲」応援基金繰入金

旅費

特別支援教育補助者　人件費

特別支援介助者等　人件費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

財 源 内 訳
単位：千円

合　計
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自

己

評

価

成 果
　特別支援教育補助者及び特別支援介助者の配置により、特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒の実態に応じたきめ細かな支援を行うことができている。また、学校の支援
体制の充実により、対象児童生徒が落ち着いて学校生活を送ることができている。

課 題

１　特別な支援を必要とする児童生徒が増加する中、学校からの要望も増加している。
　また、年度途中の転入等で特別支援教育補助者の配置が必要となった場合、人材の確
　保が難しい。

２　日本語指導を必要としている児童生徒の増加に伴い、発達に課題のある児童生徒も
　増加しており、対応が難しくなっている。

評 価
　対象の児童生徒や学校にとって、特別支援教育補助者の果たしている役割は大きい。
また、介助を必要とする児童生徒は、特別支援介助者の支援により学校生活への適応に
つながっいる。

今後の方向性

１　特別支援教育補助者及び特別支援介助者の配置を維持し支援が必要な児童生徒への
　支援を、今後も継続していく。

２　県に対し特別支援教育にかかる県の非常勤講師の増員等について強く要望してい
　く。

３　研修において、特別支援教育補助者及び特別支援介助者と教職員との情報共有、連
　携の仕方等について、学校間で情報共有していく。

一般財源

負担金

「日本の心のふるさと出雲」応援基金繰入金

旅費

特別支援教育補助者　人件費

特別支援介助者等　人件費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

財 源 内 訳
単位：千円

合　計
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Ｈ29

一般会計

一般職人件費

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1 Ｈ30

（うち学校給食会業務会計
　委託料）

給食業務推進費

学校給食センター管理費

（うち嘱託員等（会計年
　度任用職員）雇用経費）

会計 業務会計

給食配送業務費

学校給食会
物資会計

合　計

地方債

一般財源

自

己

評

価

成 果

１　安全・安心な学校給食の安定提供
　⑴　納入事業者・調理従事者・配送事業者を対象に、衛生管理研修会を開催した。
　⑵　教職員を対象に、食物アレルギー対応研修会を開催した。

２　食育の推進
　⑴　親子料理教室「いずもスクールランチクッキング」を開催した。
　⑵　保護者、市民を対象に給食試食会を開催した。

３　地場産物の活用
　⑴　ＪＡ・市場関係者と青果物のマッチング会議を毎月開催、旬の食材を調達した。
　⑵　献立を工夫し、地元産物を取り入れた学校給食を提供した。

課 題

１　安全衛生管理の徹底（異物混入防止対策、ノロウイルス対策、施設衛生環境改善）

２　施設・設備の老朽化にともなう修繕及び更新等のコスト増

３　学校給食費の公会計への移行

財源内訳
(単位：千円)

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

評 価

　安全・安心を第一に、子どもたちが喜ぶ、栄養バランスのとれた給食の提供に努める
とともに、望ましい食習慣の確立と食生活の改善に寄与するよう実施した。
　平成３１年１月に実施した異物混入防止対策により、重大な異物混入事案は防ぐこと
ができた。

今後の方向性

１　学校給食センター再編整備事業の執行（新斐川センター建設、河南３センターを廃
　　止し、出雲センターへ統合すると同時に、一中校区の約２千食を新斐川センターの
　　受配校に取り込む。）

２　令和４年４月１日から学校給食費を公会計へ移行するための準備作業を進める。
　　（令和元年度はシステム開発のための仕様書作成及び実施設計業務を行い、令和２
　　年度はシステム開発業務を行う。）
　　公会計への移行が完了した時点で、任意団体「出雲市学校給食会」を廃止する。

その他特定財原

-55-



Ｈ29

一般会計

一般職人件費

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1 Ｈ30

（うち学校給食会業務会計
　委託料）

給食業務推進費

学校給食センター管理費

（うち嘱託員等（会計年
　度任用職員）雇用経費）

会計 業務会計

給食配送業務費

学校給食会
物資会計

合　計

地方債

一般財源

自

己

評

価

成 果

１　安全・安心な学校給食の安定提供
　⑴　納入事業者・調理従事者・配送事業者を対象に、衛生管理研修会を開催した。
　⑵　教職員を対象に、食物アレルギー対応研修会を開催した。

２　食育の推進
　⑴　親子料理教室「いずもスクールランチクッキング」を開催した。
　⑵　保護者、市民を対象に給食試食会を開催した。

３　地場産物の活用
　⑴　ＪＡ・市場関係者と青果物のマッチング会議を毎月開催、旬の食材を調達した。
　⑵　献立を工夫し、地元産物を取り入れた学校給食を提供した。

課 題

１　安全衛生管理の徹底（異物混入防止対策、ノロウイルス対策、施設衛生環境改善）

２　施設・設備の老朽化にともなう修繕及び更新等のコスト増

３　学校給食費の公会計への移行

財源内訳
(単位：千円)

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

評 価

　安全・安心を第一に、子どもたちが喜ぶ、栄養バランスのとれた給食の提供に努める
とともに、望ましい食習慣の確立と食生活の改善に寄与するよう実施した。
　平成３１年１月に実施した異物混入防止対策により、重大な異物混入事案は防ぐこと
ができた。

今後の方向性

１　学校給食センター再編整備事業の執行（新斐川センター建設、河南３センターを廃
　　止し、出雲センターへ統合すると同時に、一中校区の約２千食を新斐川センターの
　　受配校に取り込む。）

２　令和４年４月１日から学校給食費を公会計へ移行するための準備作業を進める。
　　（令和元年度はシステム開発のための仕様書作成及び実施設計業務を行い、令和２
　　年度はシステム開発業務を行う。）
　　公会計への移行が完了した時点で、任意団体「出雲市学校給食会」を廃止する。

その他特定財原
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第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 学校給食の充実 施  策 安全・安心でおいしい給食の推進

教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 食に関する指導の充実 担当課名 学校給食課

事 業 の 目 的

　食育基本法(平成17年）の制定に伴う食育推進基本計画の策定及び学校給食法の改正に
より、学校給食の主な目的は「栄養改善」から「食育」へと方針転換された。
　学校給食を通して、生涯にわたって健康で生き生きとした生活を送ることを目指し
て、児童生徒一人一人が正しい食事のあり方や望ましい食習慣を身につけ、食事を通じ
て自らの健康管理ができるようにする。

事 業 の 沿 革

昭和49年11月　学校給食法改正（学校栄養職員制度化）
平成17年 4月　栄養教諭制度創設(学校教育法改正）
平成17年 7月　食育基本法施行
平成18年 6月　「出雲市食育のまちづくり推進計画」を策定
平成20年 6月　学校給食法改正（食生活改善・普及⇒食育の推進）
平成24年 3月　「第２次出雲市食育のまちづくり推進計画」を策定
平成30年 3月　「第３次出雲市食育推進計画」を策定（名称変更有り）

事 業 概 要

１　栄養教諭が中心となって、教職員も参画し、家庭科や学級活動において食に関する
　指導の充実を図る。
２　学校・家庭・地域の連携の促進…保護者や地域住民への給食試食会を積極的に進
　め、学校給食に対する理解を深めるとともに正しい食生活の定着に努める。
３　栄養教諭により、家庭科や「食の学習ノート」を活用した学級活動において、食に
　関する指導を行う。
４　学校・家庭・地域と連携した取組として、親子を対象に学校給食の献立をベース
　にテーマを設定して、親子調理教室「いずもスクールランチクッキング」を夏休み
  と１１月の「いずも子どもウィーク」期間中に行う。
５　６月の食育月間にあわせ、６月第３週を「いずも給食week」に位置付け、保護者や
　市民を対象とした試食会を開催する。
６　１月の「全国学校給食週間」にあわせ、１月２４日「給食記念日」を含む１週間を
　出雲市「学校給食週間」に位置づけ、昔懐かし献立や国際色豊かな献立を提供する。
７　学校給食に対する理解を深めるため、「いずも給食だより」を年３回発行する。ま
　た、毎月の献立や人気メニューについてのレシピをホームページに掲載するなど、学
　校給食の情報発信に努める。
８　食事のマナーを身につけ、栄養バランスを考えて自分で食品を選択する力を養いな
　がら、楽しく会食することを目的に、卒業学年を対象にバイキング給食を行う。

 事業開始年度 平成 ― 年度

食の指導回数（地域） 回

過去３年間の
事 業 実 績

区分 単位 Ｒ１年度 Ｈ30年度 Ｈ29年度

食の指導回数（学校） 回

保護者試食会開催回数 回

保護者試食会参加人数 人

スクールランチクッキング参加者人数 人

残菜量 トン
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Ｈ29項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1 Ｈ30

合　計

※当該事業費・予算については、学校給食センター管理費（事業）の中で計上している。
事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

財源内訳
単位：千円

自

己

評

価

成 果

１　学校においては、家庭科や学級活動で食に関する指導の充実を図った。

２　保護者や地域住民への給食試食会を積極的に進め、学校給食に対する理解と正しい
　食習慣の定着に努めた。

課 題

　令和２年度の再編整備事業により、学校給食センターが３センターに減り、栄養教諭
の配置数も減ることとなった。限られた栄養教諭の配置の中で、給食センターでの給食
管理に加え、学校で食の指導を行うには限界がある。
※令和２年８月現在の栄養教諭等の配置状況（加配含む）
（出雲Ｃ４人,平田Ｃ３人,斐川Ｃ３人　計１０人）

評 価
　過去の事業実績から学校における食の指導、家庭への情報発信と一定の事業効果が
あったものと考えられる。しかしながら、現在の人員体制での事業拡充は、困難な状況
にある。

今後の方向性 　国・県に対して、栄養教諭の大幅な定数増を要望していく必要がある。
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Ｈ29項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1 Ｈ30

合　計

※当該事業費・予算については、学校給食センター管理費（事業）の中で計上している。
事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

財源内訳
単位：千円

自

己

評

価

成 果

１　学校においては、家庭科や学級活動で食に関する指導の充実を図った。

２　保護者や地域住民への給食試食会を積極的に進め、学校給食に対する理解と正しい
　食習慣の定着に努めた。

課 題

　令和２年度の再編整備事業により、学校給食センターが３センターに減り、栄養教諭
の配置数も減ることとなった。限られた栄養教諭の配置の中で、給食センターでの給食
管理に加え、学校で食の指導を行うには限界がある。
※令和２年８月現在の栄養教諭等の配置状況（加配含む）
（出雲Ｃ４人,平田Ｃ３人,斐川Ｃ３人　計１０人）

評 価
　過去の事業実績から学校における食の指導、家庭への情報発信と一定の事業効果が
あったものと考えられる。しかしながら、現在の人員体制での事業拡充は、困難な状況
にある。

今後の方向性 　国・県に対して、栄養教諭の大幅な定数増を要望していく必要がある。
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Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

財源内訳
単位：千円

事 業 費
内 訳
単位：千円

合　計

自

己

評

価

成 果

　島根県地産地消促進計画における11分類による県内産を含めた使用割合
　　○県の目標　　　 63％
　　◎出雲市(Ｒ1)　  62.8%（H30　60.0%、H29　63.4%、H28　61.3%、H27　66.2%）

【他団体との比較(Ｒ1)】
　　○松江市　41.0%　○安来市　60.4%　○雲南市　52.6%　大田市　63.0%
　　○江津市　56.3%　○浜田市　68.0%　○益田市　47.0%

課 題

　青果物の地場産活用にも限界があるため、それだけで地産地消率を今以上に上げるこ
とは難しい。その点を補うため、今後は地場水産物の情報も積極的に収集し活用を図り
たいが、水産物の加工場が地元にないため、地場産物活用促進に向けてのハードルが依
然として高い。

評 価
　地元で生産された旬の食材を学校給食に取り入れることは、食育の推進、生産者の顔
が見える安全・安心な学校給食の提供という観点からその役割は大きく、事業効果は高
かったと考えている。

今後の方向性
　青果物については、引き続き、「学校給食マッチング会議」を毎月開催し、情報交
換・収集していくほか、必要に応じて生産者圃場の見学も実施し、地場産物の使用拡大
に努めたい。
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Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

財源内訳
単位：千円

事 業 費
内 訳
単位：千円

合　計

自

己

評

価

成 果

　島根県地産地消促進計画における11分類による県内産を含めた使用割合
　　○県の目標　　　 63％
　　◎出雲市(Ｒ1)　  62.8%（H30　60.0%、H29　63.4%、H28　61.3%、H27　66.2%）

【他団体との比較(Ｒ1)】
　　○松江市　41.0%　○安来市　60.4%　○雲南市　52.6%　大田市　63.0%
　　○江津市　56.3%　○浜田市　68.0%　○益田市　47.0%

課 題

　青果物の地場産活用にも限界があるため、それだけで地産地消率を今以上に上げるこ
とは難しい。その点を補うため、今後は地場水産物の情報も積極的に収集し活用を図り
たいが、水産物の加工場が地元にないため、地場産物活用促進に向けてのハードルが依
然として高い。

評 価
　地元で生産された旬の食材を学校給食に取り入れることは、食育の推進、生産者の顔
が見える安全・安心な学校給食の提供という観点からその役割は大きく、事業効果は高
かったと考えている。

今後の方向性
　青果物については、引き続き、「学校給食マッチング会議」を毎月開催し、情報交
換・収集していくほか、必要に応じて生産者圃場の見学も実施し、地場産物の使用拡大
に努めたい。
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R1

事 業 の 目 的
　食物アレルギーのある園児・児童・生徒の健康な生活と健やかな成長を促すため、個
別対応給食(食物アレルギー対応給食)を実施する。

事 業 の 沿 革

　平成１５年度に食物アレルギー対応給食検討委員会を設け、食物アレルギー対応給食
の必要性や学校等における指導のあり方を検討した。
　その後、平成１７年度から毎年、食物アレルギー対応給食判定委員会を開催してお
り、この中で、代替食や除去食の実施等について、個々の園児・児童・生徒への対応を
行っている。
　さらに、平成２５年度には、食物アレルギー対応給食ガイドラインを定め、対応給食
の実施手順を統一するなど諸条件の整備を進めてきている。

事 業 概 要

　食物アレルギー対応給食実施者数
　　平成２９年度　１００人
　　平成３０年度　　８１人
　　令和　元年度　　８０人
　　＊いずれも年度末の人数。

教育委員会事務事業点検・評価シート

事 務 事 業 名 アレルギー対応給食推進事業 担当課名 学校給食課

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 学校給食の充実 施  策 安全・安心でおいしい給食の推進

 事業開始年度 平成 年度

１　令和２年３月末現在において、食物アレルギー対応給食を提供しているのは、市内
　６学校給食センターの合計で８０名である。
　　対応給食提供の決定にあたっては、新入園児並びに新小学校１年生、転入生を対象
　に実態調査を行い、対応給食を希望する者から医師の診断書を求め、これにより栄養
　教諭の聞き取り調査を行った後、専門医で構成する食物アレルギー対応給食判定委員
　会において実施の可否を決定する。

２　学校給食において対応するアレルゲンは、市内６学校給食センターにおいて、原
　則、卵と乳に統一している。

３　対応給食を提供していないアレルゲンについては、アレルゲンチェック献立表を
　園・学校を通じて希望する保護者に配付。園・学校と保護者が食材について共通の認
　識をもつことで、アレルギーによる事故(誤配食等)を未然に防止している。

４　教職員を対象とした食物アレルギー研修会を毎年８月に開催し、園・学校における
　食物アレルギーに対する認識を深めるとともに、実践形式における研修も行う。

過去３年間の
事 業 実 績
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自

己

評

価

成 果

１　食物アレルギー対応給食判定委員会において個々の児童等について検討を行い、代
　替食の提供等を行った。

２　８月には、園及び小中学校の教職員を対象としたアレルギー専門医による実技指導
　を含めた研修会を行うことにより、学校等における食物アレルギーへの対応の充実を
　図ることができた。

課 題

　食物アレルギーの症状は様々である。また、学校給食の誤配食による事故は、調理現
場のみならず学校においても発生する可能性がある。これらを防止するため、給食セン
ターはもとより、学校、さらには製造事業者への適宜の注意喚起等を通じ、学校給食に
携わるすべての者が常に食物アレルギーに対するきちんとした認識を持つことが必要で
ある。

評 価

　安全性を最優先とした学校給食を提供するためには、食物アレルギーのある園児・児
童・生徒をきちんと把握し、アレルギーの原因となる食材を完全除去する必要がある。
　食物アレルギー対応給食判定委員会における専門の医師の意見は、必要不可欠であ
り、事業効果はかなり高い。

今後の方向性

　食物アレルギーのある園児・児童・生徒は、この先、極端に減少していく傾向にな
く、さらに症状の多様化等も考えられる。一方、保護者の求めるままの対応を行うこと
は、かえって調理現場に混乱を招くことにもつながるおそれがある。
　よって、現状でできる最良の方法を検討し、保護者の理解を得ながら安全・安心な学
校給食の提供に努めていく。

一般財源

合　計

研修会　講師謝礼

　　　　　　　　　費用弁償

判定会　判定委員　報償費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

財源内訳
単位：千円

　　　　資料郵送料等
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自

己

評

価

成 果

１　食物アレルギー対応給食判定委員会において個々の児童等について検討を行い、代
　替食の提供等を行った。

２　８月には、園及び小中学校の教職員を対象としたアレルギー専門医による実技指導
　を含めた研修会を行うことにより、学校等における食物アレルギーへの対応の充実を
　図ることができた。

課 題

　食物アレルギーの症状は様々である。また、学校給食の誤配食による事故は、調理現
場のみならず学校においても発生する可能性がある。これらを防止するため、給食セン
ターはもとより、学校、さらには製造事業者への適宜の注意喚起等を通じ、学校給食に
携わるすべての者が常に食物アレルギーに対するきちんとした認識を持つことが必要で
ある。

評 価

　安全性を最優先とした学校給食を提供するためには、食物アレルギーのある園児・児
童・生徒をきちんと把握し、アレルギーの原因となる食材を完全除去する必要がある。
　食物アレルギー対応給食判定委員会における専門の医師の意見は、必要不可欠であ
り、事業効果はかなり高い。

今後の方向性

　食物アレルギーのある園児・児童・生徒は、この先、極端に減少していく傾向にな
く、さらに症状の多様化等も考えられる。一方、保護者の求めるままの対応を行うこと
は、かえって調理現場に混乱を招くことにもつながるおそれがある。
　よって、現状でできる最良の方法を検討し、保護者の理解を得ながら安全・安心な学
校給食の提供に努めていく。

一般財源

合　計

研修会　講師謝礼

　　　　　　　　　費用弁償

判定会　判定委員　報償費

Ｈ30 Ｈ29

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

財源内訳
単位：千円

　　　　資料郵送料等
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第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 学校給食の充実 施  策 学校給食センターの再編整備

教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 学校給食センター再編整備事業 担当課名 学校給食課

事 業 の 目 的
１　老朽化した斐川学校給食センターの移転改築
２　河南３給食センター（佐田・多伎・湖陵）の廃止及び出雲学校給食センターへの統合
３　一中校区の約２千食を、新斐川学校給食センターの受配校に取込む配食エリアの再編

事 業 の 沿 革

　老朽化、狭隘化が著しい斐川学校給食センターや、配食数の少ない佐田・多伎・湖陵の
学校給食センターの在り方等について調査・検討するため、平成27年10月15日に、「出雲
市学校給食センター第二次再編整備検討委員会」が設置された。
　この検討委員会では、「学校給食センターの在り方に関すること」、「既存の給食セン
ターの統廃合に関すること」などを中心に審議を重ね、平成28年6月8日に、教育長へ報告
書の提出があった。

事 業 概 要

１　建設工事の概要
　　老朽化した斐川学校給食センターを廃止し、新しい学校給食センターを建設する。
　①建設場所　　      斐川町直江４１５５番地
　②構造種別・階数　　鉄骨造一部２階建
　③延床面積　　　　　２，５９０㎡１６

２　事業全体スケジュール
　①測量・設備設計　　　　　　　　　　平成２９年度
　②実施設計　　　　　　　　　　　　　平成３０年度
　③造成・防砂壁工事　　　　　　　　　平成３０年度～令和元年度
　④建築・設備工事及び厨房備品整備　　令和元年度～令和２年度
　⑤給食調理準備　　　　　　　　　　　令和２年度（７月～８月）
　⑥旧斐川学校給食センター解体工事　　令和３年度

３　総事業費（平成２９年度～令和２年度　１，６８５，７７１千円）
　　うち継続費：１，５７０，０００千円
　　（内訳）
　　　令和元年度計　６００，０００千円　 令和２年度計　９７０，０００千円
　　　 ①委託料　　　　　5,000千円　　　　①委託料　　　　　　4,000千円
　　　 ②工事請負費　　595,000千円　　　　②工事請負費　　　585,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③備品購入費　　　381,000千円

 事業開始年度 平成 年度

過去３年間の
事 業 実 績

【平成２９年度】
　①設備及び調理機器基本設計業務　　　２，０９５千円
　②建設予定地測量業務　　　　　　　　３，５４５千円
　③敷地造成概略設計業務　　　　　　　　　４９７千円
【平成３０年度】
　①敷地造成調査設計業務　　　　　　１５，６１６千円
　②建築及び設備実施設計業務　　　　１６，１４６千円
　③厨房設備図面作成業務ほか　　　　　１，０９７千円
　④敷地造成工事費　　　　　　　　　１４，５４１千円
　⑤電柱等移転補償費　　　　　　　　　　　６９６千円
　⑥建築工事に係る各種手数料　　　　　　　５０６千円
【令和元年度】
　①設計等業務委託料　　　　　　　　　５，５４４千円
　②工事請負費　　　　　　　　　　６３１，７０７千円
　③水道管布設等工事費負担金ほか　　１０，８２３千円
　④電柱等移転補償費　　　　　　　　　１，１３４千円
　⑤建築資材検査旅費　　　　　　　　　　　　　１千円
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

敷地造成工事

合　計

実施設計（造成・本体・設備）

国交付金

基本設計

Ｈ30 Ｈ29

一般財源

自

己

評

価

成 果

課 題

財源内訳
単位：千円

評 価

学教債

※成果欄以降については、事業完了後に評価を行う。

本体・設備工事

今後の方向性

備品等購入費

その他
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事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

敷地造成工事

合　計

実施設計（造成・本体・設備）

国交付金

基本設計

Ｈ30 Ｈ29

一般財源

自

己

評

価

成 果

課 題

財源内訳
単位：千円

評 価

学教債

※成果欄以降については、事業完了後に評価を行う。

本体・設備工事

今後の方向性

備品等購入費

その他
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過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的
　学校施設は、園児、児童、生徒等の学習の場であるとともに、災害発生時には地域の
避難所として重要な役割を担っており、耐震化を早急に図る必要がある。

事 業 の 沿 革

　国は平成23年5月24日に「施設整備基本方針」を改正し、公立学校施設の耐震化につい
て、平成27年度末までのできるだけ早い時期に完了させるという目標を打ち出した。
　本市においても、平成24年3月に「出雲市学校施設整備・耐震化基本計画」を策定し、
年次的に耐震化を進めている。

事 業 概 要

 事業開始年度 平成 年度

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 学校施設の整備 施  策 耐震化の早期完了

教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 小学校・中学校・幼稚園耐震化対策推進事業 担当課名 教育施設課

〔耐震補強設計・工事〕

学校名 棟名 建築年 面積 Ｉｓ値 設計 工事

国富小 屋内運動場 Ｓ56 902㎡

西田小 管理教室棟 Ｓ48 1,328㎡

高松幼 園舎 Ｓ52 504㎡

鰐淵小 管理教室棟 Ｓ40 1,609㎡

第二中 渡り廊下棟 Ｓ53 45㎡

中部幼 園舎 Ｓ47 395㎡

内容 単位 R1年度 H30年度 H29年度

耐震補強工事実施棟数 棟

耐震補強設計実施棟数 棟
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自

己

評

価

成 果
　令和2年4月現在の耐震化率（非木造）
　　小中学校　95.0％　（平成24年4月　67.2％）
　　幼稚園　　96.4％　（平成24年4月　78.6％）

課 題

「出雲市学校施設整備・耐震化基本計画」を基本に進めてきているが、財政計画と調整
を図りながらの実施となるため、計画どおりの進捗とはなっていない。今後の課題棟数
は以下のとおりである。
【耐震補強3棟】鰐淵小校舎1棟、二中渡り廊下1棟、中部幼園舎1棟
【統合改築2棟】檜山小校舎1棟、東小校舎1棟
【耐震改築5棟】今市小校舎1棟、大津小屋体1棟、第一中校舎2棟、第二中校舎1棟
　　計　10棟

評 価 　耐震化が完了するまでは、継続して事業を実施していく。

今後の方向性

　子どもたちの命を守り、災害時の避難場所としても重要な役割を果たす学校施設の安
全性を最優先課題とし、出来るだけ早期に耐震化を完了させる。
【耐震補強】令和2年度に課題棟数3棟の耐震補強工事を完了する予定。
【統合改築】令和2年度に檜山小・東小統合校舎建設事業を完了する予定。
【耐震改築】第一中、第二中については、令和2年度から事業に着手した。改築には多額
の事業費を要するため、財政計画と調整を図りながら、可能な限り早期に耐震化が図れ
るよう取り組む。

地方債

幼稚園耐震化対策推進事業

Ｈ30 Ｈ29

小学校耐震化対策推進事業

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

合　計

中学校耐震化対策推進事業

財源内訳
単位：千円

国県支出金

一般財源
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自

己

評

価

成 果
　令和2年4月現在の耐震化率（非木造）
　　小中学校　95.0％　（平成24年4月　67.2％）
　　幼稚園　　96.4％　（平成24年4月　78.6％）

課 題

「出雲市学校施設整備・耐震化基本計画」を基本に進めてきているが、財政計画と調整
を図りながらの実施となるため、計画どおりの進捗とはなっていない。今後の課題棟数
は以下のとおりである。
【耐震補強3棟】鰐淵小校舎1棟、二中渡り廊下1棟、中部幼園舎1棟
【統合改築2棟】檜山小校舎1棟、東小校舎1棟
【耐震改築5棟】今市小校舎1棟、大津小屋体1棟、第一中校舎2棟、第二中校舎1棟
　　計　10棟

評 価 　耐震化が完了するまでは、継続して事業を実施していく。

今後の方向性

　子どもたちの命を守り、災害時の避難場所としても重要な役割を果たす学校施設の安
全性を最優先課題とし、出来るだけ早期に耐震化を完了させる。
【耐震補強】令和2年度に課題棟数3棟の耐震補強工事を完了する予定。
【統合改築】令和2年度に檜山小・東小統合校舎建設事業を完了する予定。
【耐震改築】第一中、第二中については、令和2年度から事業に着手した。改築には多額
の事業費を要するため、財政計画と調整を図りながら、可能な限り早期に耐震化が図れ
るよう取り組む。

地方債

幼稚園耐震化対策推進事業

Ｈ30 Ｈ29

小学校耐震化対策推進事業

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

合　計

中学校耐震化対策推進事業

財源内訳
単位：千円

国県支出金

一般財源

-65-

過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的
　老朽化の著しい学校施設を改築し、教育環境の改善及び園児・児童・生徒の安全性を
確保する。

事 業 の 沿 革

　国は平成23年5月24日に「施設整備基本方針」を改正し、公立学校施設の耐震化につい
て、平成27年度末までのできるだけ早い時期に完了させるという目標を打ち出した。
　本市においても、平成24年3月に「出雲市学校施設整備・耐震化基本計画」を策定し、
年次的に改築を進めている。

事 業 概 要

 事業開始年度 平成 年度

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 学校施設の整備 施  策 新増改築事業の推進

教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 小学校・中学校・幼稚園改築事業 担当課名 教育施設課

（単位：円）

事業費

校舎・屋内運動場建設工事

グラウンド防球ネット設置工事

工事監理業務

その他（水道加入金、計画通知手数料）

既設校舎中棟・北棟大規模改造工事

仮設駐輪場・駐車場解体及び跡地改修工事

工事監理業務

備品購入費等

その他（計画通知手数料、パンフレット作製、施設使用料）

実施設計業務

北校舎解体工事

既設南校舎改修工事

実施設計・工事監理業務

地質調査等業務

その他（計画通知手数料、ピアノ移設）

測量調査造成設計業務

その他（不動産鑑定）

事業名

檜山小学校・東小学校統合整備事業

第三中学校校舎・屋内運動場改築事業

西野小学校校舎増築事業

神西小学校校舎改築事業

平田４地区統合小学校整備事業

内容 単位 Ｒ１年度 H30年度 H29年度

小学校　校舎　改築事業 校 4（檜山・東、西野小、神西小、4地区） １(檜山・東) １(檜山・東)

　 〃　 　屋内運動場　改築事業 校 2(檜山・東、4地区) １(檜山・東) １(檜山・東)

中学校　校舎　改築事業 校 １(三中) １(三中) １(三中)

　 〃　　 屋内運動場　改築事業 校 － － １(三中)
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　計画的に改築事業を進めていく必要があるため、継続して事業を実施していく。

地方債

その他特定財源

今後の方向性 　財政計画と調整を図りながら、出来るだけ早期に改築事業を進める。

一般財源

自

己

評

価

成 果 　児童・生徒の安全性の確保に向け、年度計画どおり順調に改築等の工事を実施した。

課 題
　学校施設の改築事業は、多額の事業費を要することから、財政計画と調整を図りなが
ら計画的に進めていく必要がある。

財源内訳
単位：千円

国県支出金

評 価

檜山小学校・東小学校統合整備事業

第一中学校南校舎改築事業

第三中学校校舎・屋内運動場改築事業

神西小学校校舎改築事業

西野小学校校舎増築事業

平田4地区統合小学校整備事業

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

合　計

Ｈ30 Ｈ29

第二中学校北校舎改築事業
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　計画的に改築事業を進めていく必要があるため、継続して事業を実施していく。

地方債

その他特定財源

今後の方向性 　財政計画と調整を図りながら、出来るだけ早期に改築事業を進める。

一般財源

自

己

評

価

成 果 　児童・生徒の安全性の確保に向け、年度計画どおり順調に改築等の工事を実施した。

課 題
　学校施設の改築事業は、多額の事業費を要することから、財政計画と調整を図りなが
ら計画的に進めていく必要がある。

財源内訳
単位：千円

国県支出金

評 価

檜山小学校・東小学校統合整備事業

第一中学校南校舎改築事業

第三中学校校舎・屋内運動場改築事業

神西小学校校舎改築事業

西野小学校校舎増築事業

平田4地区統合小学校整備事業

事
　
業
　
費

事 業 費
内 訳
単位：千円

項　目 Ｒ2(予算) Ｒ1

合　計

Ｈ30 Ｈ29

第二中学校北校舎改築事業
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過去３年間の
事 業 実 績

事 業 の 目 的 　園児・児童・生徒に安全で安心な学習・生活環境を確保する。

事 業 の 沿 革
　平成16年度から、幼稚園・小中学校の各々の管理経費のうち施設の改修・修繕に係る
経費を「校舎・園舎リフレッシュ事業」の名称とし、計画的な取組を行う方針とした。

事 業 概 要

主なリフレッシュ工事
【小学校】
　　　　　　　平田小学校トイレ洋式化工事
　　　　　　　神西小学校トイレ洋式化工事
　　　　　　　灘分小学校屋内運動場バリアフリー化工事
　　　　　　　遙堪小学校屋内運動場多目的トイレ設置工事
　　　　　　　荘原小学校校舎屋上防水改修工事
　　　　　　　北陽小学校通学路転落防止柵修繕工事
　　　　　　　エアコン新設（1校）・更新工事　ほか

【中学校】　　湖陵中学校校舎バリアフリー・屋体トイレ洋式化工事
　　　　　　　斐川東中学校自転車置場改築工事
　　　　　　　大社中学校校舎東棟屋上防水強風被害復旧工事
　　　　　　　エアコン新設（2校）・更新工事　ほか

【幼稚園】　　大社幼稚園トイレ洋式化工事
　　　　　　　大津幼稚園職員トイレ男女兼用解消工事
　　　　　　　中央保育所・幼稚園外壁改修工事　ほか

 事業開始年度 平成 年度

第３期出雲市教育振興計画における位置付け

施策の柱 学校施設の整備 施  策 施設環境の向上

教育委員会事務事業点検・評価シート R1

事 務 事 業 名 校舎・園舎リフレッシュ事業 担当課名 教育施設課

単位 Ｒ元年度 H30年度 H29年度

（２０万円以上） 件

（２０万円未満） 件

（２０万円以上） 件

（２０万円未満） 件

（２０万円以上） 件

（２０万円未満） 件

件

内容

合計

小学校修繕等実施件数

中学校修繕等実施件数

幼稚園修繕等実施件数
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自

己

評

価

成 果

　年度当初計画分に加え緊急修繕を要することが多いが、緊急性や必要性を考慮しなが
ら修繕を実施した。
　また、普通教室へのエアコン整備については、中学校（平成30年度完了）に続き、令
和元年度に小学校の整備が完了した。

課 題

　今後も緊急性や必要性を考慮し、効率的な施設修繕に努めるが、突発的な修繕に対応
可能な予算の確保が必要である。
　学校のトイレ洋式化については、現在、1階のトイレに洋式トイレを設置しているもの
の、今後、全ての児童・生徒用トイレに少なくとも１か所以上は、洋式トイレを設置し
ていく必要がある。
　学校のバリアフリー化については、障がいのある児童・生徒等が安全かつ円滑に学校
生活を送ることができるよう、スロープ設置や多目的トイレ設置等を進めていくことが
必要である。
　施設の長寿命化については、中長期的な維持管理コストの縮減や予算の平準化を図る
ため、長寿命化に向けた改修等を行っていく必要がある。

評 価
　教育環境を維持するとともに、特別教室へのエアコン整備やトイレ洋式化等の質的な
向上を図る必要があるため、継続して事業を実施していく。

今後の方向性
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　特別教室のエアコン整備については、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、
本年度、国の交付金（補正予算）を受け、市の設置対象室である音楽教室・コンピュー
ター教室・図書室についての整備を完了し、さらには、特別教室の中でも使用率の高い
理科教室へのエアコン整備を行う予定としている。
　その他、財政計画と調整を図りながらトイレ洋式化、バリアフリー化、施設の長寿命
化を進めていく。
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審議会役職 氏名 主な役職等

会　長 山下　政俊 元島根大学教育学部教授、学部長
邑南町教育委員会専任講師

副会長 片寄　　進 元島根県教育委員会　教育監

委　員 板木　惠子 社会福祉法人里方福祉会
放課後等デイサービス児童発達管理責任者

伊藤　直美 子育てサポーター

今岡　敬司 出雲市PTA連合会副会長
長浜小学校PTA会長

大島　淳司 平田小学校PTA副会長
平田小学校地域学校運営理事会理事

奥井　博之 神戸川小学校地域学校運営理事会理事
古志コミュニティセンター長

春日　正信 出雲市小学校長会会長
大津小学校校長

上領　芳江 出雲市公立幼稚園・こども園長会会長
四絡幼稚園園長

甲山美紀恵 出雲市青少年育成市民会議会長
鵜鷺自治協会会長

田部井眞子 出雲ベンチャーキッズスクール実行委員

福島　孝雄 出雲市議会文教厚生委員会委員長

藤森　麗子 斐川東中学校地域学校運営理事会理事
保護司

堀西　雅亮 島根県外国人地域サポーター

宮本　晋吾 出雲青年会議所理事長

任期：令和２年７月２９日～令和４年７月２８日

[委員五十音順　敬称略]

※選出区分は、市議会議員、識見を有する者、地域学校運営理事会理事、保護者

（出雲市教育政策審議会委員）

有識者評価委員名簿
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